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午前10時０分開議 

 

○主査（小坂さとみ君） おはようございます。 

 ただいまから予算審査特別委員会保健消防分科会を開きます。 

 本日の審査日程につきましては、まず消防局、病院局の順で審査を行った後、指摘要望事項

の協議をお願いいたします。 

 

消防局所管審査 

○主査（小坂さとみ君） これより、令和６年度当初予算議案の消防局所管の審査を行います。 

 当局の方に申し上げます。説明に当たっては、初めに昨年の予算・決算審査特別委員会にお

ける指摘要望事項に対する措置状況について御報告いただき、続いて、令和６年度当初予算議

案について御説明願います。また、時間の都合上、指摘要望事項の読み上げは省略いただいて

結構です。 

 それでは、審査に入りますが、委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番をお開きくださ

い。よろしいでしょうか。 

 当局の説明をお願いいたします。消防局長。 

○消防局長 消防局でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせていただき

ます。 

 初めに、令和５年度予算審査特別委員会の指摘要望事項に対する措置状況等について御説明

をさせていただきます。 

 措置状況等報告書の11ページをお願いいたします。 

 措置状況の欄、１、県からの維持管理経費の補助についてですが、昨年３月に県と消防防災

ヘリコプターの出動に関する協定書を締結させていただきまして、今年度から、飛行時間に応

じて、県から維持管理経費の補助を受けられることとなりました。今年度の飛行時間につきま

しては、補助上限の飛行時間を上回る見込みとなっておりまして、7,000万円の補助金の歳入

を見込んでおります。 

 ２、おおとり２号の機体更新についてでございますけれども、（１）機体更新につきまして

は、機体更新に係る費用は、国庫補助金や市債などを活用し、整備することとしてございます。 

 ３の今後の財政支援についてですけれども、今後の県補助金の支給対象となる飛行時間の推

移ですとか、神奈川県と横浜市・川崎市、福岡県と福岡市・北九州市など他県市の補助金の財

政支援の状況を注視しながら、今後の財政支援について検討してまいりたいというふうに考え

てございます。 

 令和５年予算審査特別委員会における指摘要望事項に対する措置状況の説明につきましては、

以上となります。 

 続きまして、消防局の令和６年度当初予算案の概要について御説明をさせていただきます。 

 当初予算案の概要25ページをお願いいたします。 

 １、基本的な考え方ですが、消防需要や社会情勢などを踏まえまして、毎年度、消防局が重

点的に取り組む施策を盛り込んだ消防局重点事業方針に基づきまして、３項目を推進してまい

ります。 
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 運営方針１といたしまして、あらゆる災害に対応するための消防体制の整備ですが、地域防

災力向上のため、消防団体制の充実強化を図るほか、消防施設、消防車両などを更新し、消防

基盤の整備を図ってまいります。また、人材の確保及び働きやすい職場環境づくりを推進する

とともに、消防学校教育の充実による人材育成を推進してまいります。 

 次に、運営方針２、市民の安全・安心を守る消防活動体制の充実強化ですけれども、大規模

災害などに備えた消防活動体制並びに市民の安全・安心を守る救急体制の充実強化を図ってま

いります。また、災害発生に備えた消防指令体制及び機動力を活用した航空消防体制の充実強

化を図ってまいります。 

 最後に、運営方針３、社会情勢等の変化に対応した火災予防対策等の推進ですが、市民の安

全・安心な暮らしを守る火災予防行政を推進するほか、査察業務を推進し、火災予防対策への

的確な対応を図るとともに、保安確保のための指導行政体制を整備してまいります。 

 続きまして、２、予算額の概要についてでございますけれども、表中左の欄、令和６年度一

般会計歳出予算額につきましては152億9,181万6,000円で、前年度と比較いたしまして29.5％

の増額となってございます。増額の主な理由ですけれども、消防防災ヘリコプターおおとり２

号機の機体更新及びちば消防共同指令センターの指令システム更新に係る経費が増額になるこ

となどによるものでございます。 

 次に、表中右の欄、歳入の主なものでございますけれども、消防施設整備債24億6,300万円

ですが、これは、消防防災ヘリコプターおおとり２号機の機体更新や消防車両などの購入に充

当するものでございます。 

 次に、共同運用指令センター整備事業収入10億4,097万4,000円ですけれども、こちらにつき

ましては、ちば消防共同指令センター指令システム更新に係る経費につきまして、千葉市以外

の19の構成消防本部がございますので、そちらからの負担金として頂くものになります。 

 続きまして、26ページをお願いいたします。 

 ３の重点事務事業ですけれども、（１）消防団活動体制充実２億4,169万7,000円ですが、地

域防災力の充実強化を図るため、消防団の活動拠点であります消防団器具置場１か所の建て替

え工事を行うとともに、ほか１か所の実施設計をさせていただきます。また、小型動力ポンプ

付積載車２台を更新するほか、消防団運営につきましては、防火衣などの安全装備品の購入等

に要する費用となっております。 

 次に、（２）消防車両整備５億6,508万9,000円ですけれども、消防車両の老朽化に伴いまし

て、水槽付消防ポンプ自動車をはじめ、11台の車両を更新いたします。 

 （３）消防水利新設2,800万円ですけれども、消防力の向上を図るため、防火水槽１か所の

設置工事を行いますとともに、ほか１か所の実施設計を実施いたします。 

 次に、（４）消防活動体制充実720万円ですけれども、市内において土砂災害などが発生し

た際に、早期に土砂や瓦礫の搬出を行い、要救助者を救出できる資機材を配備するとともに、

安全に救助活動が実施できる体制を整備してまいります。 

 （５）救急体制整備8,039万2,000円、あと債務負担行為といたしまして１億2,737万円です

が、救急業務のさらなる高度化を推進するため、現行の救急情報共有システムの運用と併せて、

第３期システムの開発を行うとともに、救急救命士４名の新規養成を進めてまいります。 

 続きまして、27ページになります。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－4－ 

 （６）消防指令体制充実17億9,211万1,000円ですが、老朽化した消防救急デジタル無線機及

び共同指令センターの指令システムを更新させていただきます。また、消防防災ヘリコプター

の機体更新に伴い、テレビ伝送システムのデジタル化を図ってまいります。 

 （７）航空消防体制充実18億2,880万円ですけれども、老朽化した消防防災ヘリコプターの

機体を更新するとともに、更新する機体に関する資格者として、操縦士２名、整備士１名を養

成いたします。 

 最後に、（８）予防消防体制充実500万1,000円ですけれども、火災予防体制の充実を図るた

め、幼少年から高齢者まで、各世代で必要とされる防火知識の普及啓発など、住宅防火対策を

推進するための経費と、違反対象物などの火災危険性の高い防火対象物への査察業務を推進す

るための経費となってございます。また、大規模地震発生時における電気火災を防ぐため、感

震ブレーカーの設置を推進してまいります。 

 以上が消防局の令和６年度当初予算案の概要でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございました。 

 それでは、これから御質疑等をお願いしたいと思います。 

 御質疑等がありましたら、お願いいたします。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 丁寧な御説明ありがとうございます。 

 それでは、一問一答で質問させていただきます。全部で６項目ございます。 

 まず、救急課に関しまして、救急情報共有システムにおいては、第３期開発されるものとい

うのは、どういうものかというのをいま一度お伺いしたいというのと、それによって、第２期

までのシステムのどのような課題が解決され、どこが拡充される見込みかというのをいま一度

教えていただけたらと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 まず、令和７年度から第３期システムの運用を計画しております。第３期のシステム更新は、

計画段階ではございますが、ＯＣＲ機能、傷病者情報を保険証や免許証で読み取る機能、それ

から、傷病者の生体モニター情報を通信機能で読み取る機能、それから、傷病者等の動画電送

機能、以上の３点の機能を第３期に導入する予定でございます。 

 また、第２期のシステムよりも、こういった機能を強化することで、第２期よりも傷病者の

情報を取得することが迅速化いたしますので、そういったところも含めて、迅速、適切な医療

機関の選定と搬送時間の短縮を期待しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 御説明ありがとうございます。 

 今おっしゃった傷病者の方の情報が第２期よりも迅速化して届けられるということでしたが、

それ以外の機能、例えば、バイタルの情報というのは、第２期でもあったんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 第２期のシステムには、そのような機能はございませんでした。 
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 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。理解いたしました。 

 次の質問です。 

 救急車が増台されるということですが、これに伴いまして、救命士の配置に影響がないのか

をお聞かせいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急救命士につきましては、毎年４名の養成を計画的に実施しております。この

ことから、現在、充足している状況で、配置には影響ないものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。既に充足しているということで、安心いたし

ました。 

 次の質問です。指令課に関わるところです。 

 ヘリコプターのテレビ伝送システムの更新は、機体の更新に伴うものと思われますが、先ほ

どテレビのデジタル化などということでお伺いしましたが、そのほかを含めて、具体的にどこ

が変わるかをお聞かせいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 ヘリコプターテレビ電送システムの更新につきましては、おおとり２号機の更新に伴いまし

て、ヘリコプターからの映像を地上側で受信するアンテナ等、このシステムを更新いたしまし

て、現行のアナログでの映像のほか、デジタル映像についても対応ができるような形とさせて

いただきます。 

 映像のデジタル化によりまして、アナログよりも広範囲に受信できる形となりまして、併せ

て高画質な映像を配信することが可能となるものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。 

 ちょっと今のお答えでお伺いしたいのですが、ということは、アナログのほか、デジタル、

両方拾えるようになるという認識でよろしいかということと、画像の精度、解像度が当然これ

までよりかなり上がるという理解でよろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 １号機のほうが、現在、アナログのほうを使用しておりますので、アナログとデジタル、両

方の画像が受信できる施設となります。 

 あわせまして、広範囲に受信できるということで、現在、アナログですと大体70キロ程度で

ございますが、デジタル化に伴いまして、200キロ程度の範囲での受信が可能となる形となり

ます。 

 以上でございます。 
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○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。理解いたしました。 

 次の質問です。 

 指令センターの更新を行われるというふうに伺っていますが、これに伴いまして、新しい機

能とはどのようなものがあるか、具体的にお聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 新しいシステムといたしまして、三つほど挙げさせていただきます。 

 まず、１といたしまして、データ指令システムでございます。こちらは、大規模災害に各消

防本部において、独自に部隊の編成や出動指令を行うことができるシステムとなっております。 

 ２番目といたしましては、ディスパッチシステム、こちらは、通報内容から傷病者の危険度

判定等を行うのに補助をするようなシステムとなっております。 

 ３点目といたしましては、災害現場位置情報システムでございます。こちらは、指令隊の情

報を災害現場において観閲することができるタブレットを配置する形となるものでございます。 

 以上の三つの機能が追加されますことから、早期かつ正確に消防車両等の選定、出動を行う

ことになるとともに、指令管制員の負担軽減が図れると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。今の御説明から、三つの機能が新たに拡充さ

れることで、より迅速に対応ができる、出動ができるということが理解できました。 

 次の質問です。 

 更新される指令センターは、共同化をしておられると思いますが、運用に関してどのような

メリットがあるか、いま一度お聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 共同化の運用によりまして、高額な指令装

置の導入経費の削減、併せまして指令通信員の軽減、効率化、こういったものが図られる上、

大規模広域的な災害時には隣接市町村との連携が不可欠となりますが、情報の共有化が図れる

ことから、災害規模の拡大や不測の事態に対し、迅速に応援等の体制確保が図れるものでござ

います。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。こちらも、指令装置の高いコストの削減、人

員の効率化、近隣都市との連携によって、不測の事態に迅速に対応できるという分かりやすい

御説明をいただきました。 

 次の質問です。こちらは警防に係ることになるかと存じますが、直接この予算と必ずしも直

結がないかもしれませんが、御教示いただければと思います。 

 今回の能登半島地震におきましては、消火栓が使えず、火災が拡大した原因になったという

ふうに聞いております。93％の消火栓が、地中に埋まっている管がつぶされてしまって、機能

しなかったということですが、もし本市などで消火栓が使用できなかった場合、消防活動はど
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のように行われるかを教えてください。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 断水等によりまして消火栓が使用できない場合、防火水槽、また河川、海など、そういう水

利を利用しまして消防活動を行うこととなります。 

 防火水槽につきましては、消防水利整備方針を定めまして、防火水槽が必要な地域を選定し、

計画的に設置を進めております。また、開発行為等によりまして防火水槽が必要になった地域

につきましては、事業者が設置し、整備が図られております。 

 また、本市は、遠方の河川や海から大量の消火水を送ることができます遠距離送水の車両が

ございますので、活用して対応することとなります。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） こちらも、分かりやすい説明をありがとうございます。こちらは、本

市ならではと言っていいのかと思いますが、遠距離装置を備えて、自然水利を活用できる体制

が整っているという理解でよろしいかと思います。ありがとうございます。 

 私からの質問は以上ですが、最後に所感だけ述べさせていただこうと思います。 

 救急に関しましては、救急情報共有システムにおいて、第２期から第３期、今、とても、例

えば、システムエンジニアの人材不足というのも、開発者の不足が言われていますが、そんな

中でも業者様とは綿密な打合せを御予定どおり進められて、運用開始の現時点での予定どおり

に運用が開始されることを願っております。 

 拡充される内容というのも先ほど伺いましたが、消防情報の転送の迅速化、生体モニターの

動画、またシステムＯＣＲ機能ということなどで、三つの大きく機能がさらに拡充されるとい

うことで、安心しております。 

 また、救急車が増台されることに伴って、救急士の配置への影響という点では、もう既に毎

年の４名から５名で充足されているということで、こちらも理解いたしました。 

 指令関係に関しましては、ヘリコプターのテレビ電送システムの更新、機体更新に伴うもの

ではございますが、具体的にヘリの映像を、アナログのほか、デジタル対応、広範囲に受信が

できる。画像の精度も格段にアップしている。拾う範囲も、アナログで70キロ、デジタルで

200キロになるということで理解いたしました。 

 また、指令センターの更新に際しましては、これに伴って、新しい機能について御教示をい

ただきました。データ指令システム、新たなものによって、独自で各本部が指令を出して統制

が取れるようになるということ、また、通報からも危険判定ができるようになる。また、速く

正確に災害の位置をタブレットで把握することで、出動車両を迅速に決めて出発することがで

きるということで、出動時間の短縮に直結することと理解いたしました。 

 また、更新される指令センターの共同化に関しましては、メリットといたしまして、指令装

置のコストの削減、人的コストの削減にもなります。効率化にもなります。近隣都市との一層

の連携もスピード感を持って対応できるということでございました。 

 最後に伺った能登半島のようなことが起きた場合ということに関しましても、本市では、自

然水利の活用のほか、遠距離装置を準備されていて、なおかつ防火水槽も必要なところに配置
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を検討されているということでしたので、安心をいたしました。 

 非常にプレッシャーのかかる局でいらっしゃると思いますし、一番人命に直結しているとこ

ろでいらっしゃると思います。皆様の日々の御尽力には、一市民として本当に感謝を申し上げ

たいと思います。これからも一層の期待がかかってこられると思いますが、どうか予定どおり

に全ての令和６年度の進捗が進むことを願っております。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○主査（小坂さとみ君） その他、御質疑等ございますか。野島委員。 

○委員（野島友介君） 一問一答で、よろしくお願いいたします。 

すみません 

まず、消防車両整備についてなんですけれども、老朽車両11台更新ということですけれども、

救急車更新というか、何か定められている基準みたいなものがあれば、お示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 救急車の更新年数につきましては、７年で更新しております。あと、ポンプ付きの消防車両

につきましては15年で、ポンプのほうの老朽を勘案しまして、15年で更新としております。こ

の年数につきましては、ほかの消防本部とほぼ同年数と理解しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 様々、消防車両はあるわけなんですけれども、この中で一番更新が早くなるというのは、ど

の車両になるのかというのもお示しいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 先ほど申しましたが、救急車は７年で更新しております。救急車につきましては、どうして

も年数、15年まではとてももたなくて、５年間で20万キロを超える車両も出てきますので、傷

病者を搬送する救急車両として万全な体制を確保するために、７年で更新している次第でござ

います。ほかの消防本部と比べましても、ほぼ同程度の更新年数、早いところでは５年、６年

で更新している消防本部もございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 ７年待たずに、20万キロを超えると更新ということですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 今は、７年で更新という形にしております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。分かりました。 

 次に、消防活動体制充実についてですけれども、土砂災害対応器材の配備となっております
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けれども、近年、過去５年ぐらいで出動要請というものは多くなっているのか、お示しくださ

い。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 出動体制ですけれども、大規模災害ということで踏まえますと、今年度、警報等

が２件ありまして、参集したというような事例があります。令和元年、やはり台風等が多かっ

たので、大規模な災害等がありましたので、参集が令和元年度は多かったです。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） やはり土砂災害は命に直結する、落とされる方も多いと思いますので、

警戒は怠れないと思いますので、この体制整備は本当に大変すばらしいと思います。 

 こうした体制をどのように整備されるのか、もう一度お伺いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課です。 

 ハザードマップ等で、市内の土砂災害警戒区域の指定が多い箇所というところを、まず定め

ております。市内では若葉区と緑区がやはり災害箇所が多いので、今年度、今回購入するもの

につきましては、ベルトコンベヤーと崩落監視ですけれども、若葉消防署管内のほうに配置い

たします。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。理解しました。 

 次に、救急体制整備なんですけれども、救命救急士の４名の養成ということで、毎年継続さ

れていると思いますけれども、今、救急体制が今後増えるばかりですけれども、救命救急士４

名ずつで足りているのかという点と、今後の増員の目安とかがあれば、お示しください。 

 あと、救急救命士の養成に時間や金額というのがどれぐらいかかるのかというのも、お示し

いただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 現在、毎年４名の養成につきましては、先ほども申し上げたとおり、充足はしております。

ただ、やはり出動件数とか、救命士の定年とか、いろいろございますので、今、免許を取得し

た職員の採用もしてございますので、そういったものも充足の要因にはなっております。 

 あと、研修期間ですかね。おおむね半年、東京の八王子のほうに研修に入校しております。

研修期間は半年なんですが、国家試験が実は年度末、３月にございますので、実質、免許を取

得するまでは１年間という期間を設けております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 本当に、時間をいっぱいかけて養成されているということで、職員を大事にしていかなけれ

ばなと思います。 

 次に、ちょっとずれますが、外国人観光客が、今、インバウンドで増えてきているかと思う
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んですけれども、救急時や火災時、災害時に言葉がどのように伝えられているのかとか、その

ようなことで、通訳の確保だとか、そういうようなことを考えているのかというようなところ

をお聞かせいただきたいと思います。救急時に外国人の方が119した場合や、災害時にどうい

うようなことで外国人を守るような、現場の状況がよく分からなくなってしまうのではないか

なというようなことなんですけれども。 

○主査（小坂さとみ君） 消防局長。 

○消防局長 119番通報につきましては、３者通話装置というのを導入してございますので、

外国人と指令管制員で言葉が通じなければ、委託している通訳の会社と３者通話をするような

システムになっていますので、それで119番通報には対応させていただいている状況にござい

ます。 

 あと、救急車につきましては、タブレットを、今、入れてございますので、翻訳機能がつい

ていますので、そちらを見せて、やり取りというような状況で救急対応などをさせていただい

ている状況にございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 災害時は、千葉駅周辺で何か大規模な直下型地震が来たという場合に、

何か対策というか、考えておられますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 消防局長。 

○消防局長 前に成田空港ですとかも拡声機で外国語でというようなものもあるのは承知して

おるんですけれども、それの導入までにはまだ至っていないということですので、ほかの本部

の導入状況なども検討させていただきながら、今後、考えていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 理解いたしました。ありがとうございます。 

 次に、予防消防体制充実についてですけれども、今年度、少し予算が減額されているかなと

思いますけれども、予防消防体制強化についてどのように取り組まれていくのかとか、あと感

震ブレーカーの普及がなかなか進まない要因とか、あと啓発、どのようなことを行っているの

かとか、お示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課長の相葉です。 

 まず、感震ブレーカーについてですけれども、感震ブレーカーにつきましては、今まであら

ゆるイベントで周知、広報してまいりまして、それは継続してまいります。 

 課題としましては、感震ブレーカー自体の認知度が低いということと、申請者、申請する方

の手続に対する負担感というのがございますので、最初の課題につきましては、広報を継続し

ていく、２点目につきましては、来年度から電子申請を導入するなどして負担の軽減を図って

まいります。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 
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○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 次に、火災の予防についてお伺いしたいんですけれども、千葉市の、今、火災の件数は、ど

ういう推移をたどっているのかというのと、その原因です。それがどのような、１位から３位

ぐらいまでの理由、原因をお示しいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課長の相葉です。 

 火災件数の推移につきましてですけれども、令和２年までは減少傾向にありました。令和２

年はコロナ禍ということもあって、人の動きも少なかったせいか、件数は少なかったんですけ

れども、その後また、若干ですけれども、減少傾向にあるという状況になっております。 

 火災原因につきましては、上位につきましては、たばこと放火と電気機器、それからコンロ、

配線関係といったところが、毎年、順位の変動はありますけれども、上位に入っているという

状況でございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございました。 

 では、最後ですけれども、ハラスメント状況なんですけれども、現在、局内で、最近、ハラ

スメントについての被害というものが近年あったかどうかというのをお聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課コンプライアンス担当課長。 

○人事課コンプライアンス担当課長 人事課コンプライアンス担当でございます。 

 ハラスメントということでございますけれども、直近ではハラスメントとして発生している

ものはございません。最近ですと４年前、平成30年に、セクハラ被害ということで相談を受け、

対応しているものがございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。 

 今現在、この防止に向けては、どのような取組を行っているのかというのもお示しいただけ

ればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課コンプライアンス担当課長。 

○人事課コンプライアンス担当課長 人事課コンプライアンス担当でございます。 

 対応につきましては、全職員を対象といたしました服務倫理研修などを実施いたしまして、

ハラスメントについての知識等について周知を行っているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 今、本当にハラスメントが様々な場所で問題になっておりますので、

事例とかを共有して、ハラスメントにこういうことはなるんだというのを皆さんで共有してい

きたいなというふうに思います。今後もぜひ、女性を含めました職員の働きやすい職場に積極

的に取り組んでいただきたいと思っております。 

 以上で質問を終わります。 

○主査（小坂さとみ君） その他、御質疑等ございますか。椛澤委員。 
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○委員（椛澤洋平君） それでは、一問一答でお願いをしたいというふうに思います。 

 まず初めに、消防団員の件でありますけれども、この間、本市として機能別の消防団員の取

組も進めてきたということを承知していますが、直近、令和６年に入って、機能別の消防団員

数がどういう状況になっているのかということと、消防団員数が、全体的な充足率を含めて、

前年度と比較して改善されているのか、その辺の状況をお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 機能別消防団員につきましては、今年度４月から導入させていただきまして、年度当初25名

から始まりまして、今月、３月１日現在39名ということで、14名の増加が図られております。 

 また、消防団全体の人数ですけれども、令和４年度当初が過去最低でございまして、663人

でございました。こちらも今月、３月１日現在でございますと713人ということでございまし

て、充足率も令和４年度は80％を切っている状況でしたけれども、現状、84.9％、約85％とい

うことで、改善のほうが見られる状況となっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 一定の効果が上がってきているということは分かりました。 

 やはりまだまだ市民の皆さんというか、全体的に社会全体としても認知が進んでいない局面

もあるかと思いますので、その点でいうと、やはりその周知ということの取組が必要なんだろ

うという点と、もう一つは、これもかつてこの委員会か言いましたけれども、大会の負担がや

はり若い団員はあるということで、そこでいろいろな声が届くわけでございますが、ある意味、

そういう大会の負担軽減にも今後取り組んでいくべきだということだと思いますが、その辺の

対応状況についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 大規模災害団員につきましては、入団資格の要件が消防職団員の経験者ということになって

おりますので、現状、退職、退団時に、こちらの意向調査のほうを行ったりということで周知

のほうを図っております。また、団員全体につきましては、本年２月、先月になりますけれど

も、日本郵便株式会社と連携いたしました広報活動等も開始しておりまして、こういったとこ

ろで団員全体の募集の周知活動のほうに取り組んでおります。 

 また、大会などの負担軽減につきましてですけれども、千葉市の消防操法大会につきまして

は、従前、コロナ前までにつきましては、出場部隊数が各分団１隊以上ということで、18隊以

上、１大会に出場していたというところを、現状、見直しておりまして、各方面隊１隊、また

２隊程度ということで出場体制を減らしておりますので、大会に出ない部隊が少し増えて、訓

練の回数を少し減らすとかといったようなところで負担軽減が図られていると考えております。 

 以上となります。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 一定の負担軽減の取組がなされてきているということは、評価をした

いと思います。現場の声をまた引き続き聞いていただきながら、対応をお願いしたいと思いま

す。 
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 １点、今、答弁でありましたけれども、機能別の部分で、いわゆる日本郵便と連携を図った

広報活動、これは具体的に実際どういう展開を今進めていて、やはり地域を知っていらっしゃ

る部分があるんだろうと思うんですけれども、消防団に入っていただく方も、この取組を通じ

て、ある意味、日本郵便の職員さんというんですか、会社の方を含めてやっていく必要がある

と思うんですが、今、現時点でそういう方というのは何人か入団されている経緯があるのか、

その状況についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 日本郵便との連携した広報活動ですけれども、こちらについては、千葉市内を走る郵便の配

送車両、車ですとか、バイクに消防団の募集広告を貼っていただきまして、日常の配送業務を

やっていただく、集配業務をやっていただくということで、歩いている人ですとか、運転中の

人がぱっと目につくような広報効果のほうを狙っております。 

 また、郵便局の郵便局長さんのほうに今回いろいろと協力いただきましたので、局長の会等

を通じて、ぜひとも消防団員になっていただきたいと。今回も協力していただいた局長さんも

消防団員だったということが縁で、今回の広報連携につながりましたので、そういったお願い

をしております。 

 また、現状の郵便局員で消防団員となっているという方につきましては、６名いるというふ

うに承知をしております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 確かに、目に見える形で新たな広報という部分では大事な視点だなと

いうふうに思いますので、引き続き連携をしっかり図っていただいて、お願いをしたいという

ふうに思います。 

 あと、もう一つは、若い方への消防団の皆様の活動を含めたＰＲ、宣伝というのも同時に大

事になってくる。そういう意味では、ＳＮＳ、あるいは動画という部分が重要かと思いますが、

今、消防局のＸは、かなりフォロワー数が多いのかなと。結構動画が回っているやつもあるの

で、今、最新のフォロワー数はどれぐらいになっているのかということと、やはりより分かり

やすい団の活動のＰＲ動画みたいなものをもっと発信していく必要があるのかなと思いますが、

その辺の取組についていかがでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 現状も、千葉市の消防局のホームページですとか、消防局のＸを活用しまして、消防団のＰ

Ｒを行っている状況でございます。フォロワー数につきましては、消防局のＸは１万1,695人

のフォロワー数をいただいているというふうに承知をしております。 

 今後も、千葉市の公式ユーチューブチャンネル等を含めまして、動画なども活用した広報活

動のほうをやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） では、続いて、航空消防体制について伺いたいと思いますが、能登半
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島地震への支援で展開をしていただいているかと思いますが、実際問題、どういった支援を今

回展開したのか。 

 また、実際に行かれて、今後の災害に生かすべく教訓というか、そういったものというのは

どのように捉えていらっしゃるのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 航空課長。 

○航空課長 航空課でございます。 

 本市の航空部隊につきましては、１月11日から17日までの７日間、緊急消防援助隊航空部隊

としまして、石川県の小松空港を拠点としまして活動しております。救急搬送３件、人員搬送

２件、情報収集１件の計６件の出動をしております。 

 今後の災害に生かすべき教訓についてですけれども、能登半島地震において、道路の寸断等

により多数の孤立地域が発生したことから、こういった状況を踏まえまして、ヘリコプターの

機動性を生かした災害対応を行うことと併せまして、できる限り迅速に情報収集活動を行いま

して、その情報を早期に関係機関へ提供し、情報共有に努めることが重要であると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） そうしますと、今回、能登の件で、救助も含めて、人員搬送を含めて

展開されたということであります。かなり道路が寸断されて、非常に大変な状況だということ

が報道されているわけでありますが、例えば、本市で直下型の大規模地震が発生をした際に、

消防ヘリによる救援という部分と、あと物資の輸送というか、そういう部分が可能なのかとい

う点と、やはり今、市民の皆さんは、地震が頻発していて、大規模災害時における不安がある

という中で、我が消防ヘリの大規模地震における対応というのは、どういう展開を、近隣自治

体を含めて、協力体制をどう取っているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 航空課長。 

○航空課長 航空課でございます。 

 物資搬送についてですが、ヘリコプターによる物資搬送は、物資の搭載場所と、保管、着陸

場所が確保できれば可能でございます。 

 それから、本市が大規模地震に見舞われた際の消防ヘリの対応ですが、本市消防局ヘリポー

トを拠点としまして、他県市の消防防災ヘリコプターが最多で９機、緊急消防援助隊として応

援に来ることとなっております。この応援部隊と共に、本市の航空部隊も合わせまして航空部

隊を編成し、災害対策本部指揮の下、災害対応に当たることとなってございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 各市と連携の体制も図られているということだろうと思いますので、

非常に地震が頻発をしている中でございまして、本当にそういう大きな地震がなければいいと

いうのを心から願っているんですけれども、万が一なったときのヘリの対応というのも、ぜひ

お願いをしておきたいというふうに思います。 

 続いて、指令課の予算の中でありますが、東京消防庁が公共の場で応急手当の実施率、ある

いは救命率の向上のために、119番通報を行うときに、動画における応急手当てのアドバイス
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をするだとかいろいろ、今、図られていると思います。いわゆるＬｉｖｅ119というんですか、

動画の伝送の部分、総合通信によるアドバイス含めて、我が市もこれを導入すべきだというこ

とを申し上げてきましたが、今後の導入の検討の状況はどうなっていますか。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 救命率の向上等を目的といたしまして、東京消防庁と同様の映像通信システムを来年度中に

導入する予定とさせていただいております。導入時期につきましては、契約後一、二か月を予

定しておりまして、その間に市民広報、こういったものを行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ぜひ、市民の皆さんに、こうできるというやり方を含めて、スマホで

どうやるんだという部分も含めて、分かりやすく、ぜひ御周知していただきたいなというふう

に思います。 

 続いて、先ほどもちょっと議論がありましたけれども、消火栓の件で、先日、私、地元の住

民から御相談がありまして、あすみが丘で火事があったということで、消火栓のところの黄色

いハイライトというんですか、あれがあるんだけれども、あれが消えていて分かりづらいんだ

ということで、それで初動が遅れたのではないかななんて、そんな御心配の声をちょうだいし

ました。 

 当然、消火栓の位置というのは、皆さんは把握をされているんだろうと思うんですが、ただ、

そういうお声もいただいているので、消火栓を分かりやすくまた明示していく、消えていると

いう部分については、改善の対応が必要かなと思いますが、その辺の取組についてお聞かせい

ただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 消火栓の位置につきましては、現在はＡＶＭ等で把握していますので、我々消防隊のほうは、

位置等は明確に把握しているところでございます。 

 実際に、現場の表示につきましては、今、塗装するという事業は、ここ十四、五年、もう実

は行っておりませんで、その代わりとしまして、分かりやすくするために、消火栓自体の蓋に

塗色して、一応視覚で分かるような形には対応しているところです。蓋の古くなったものから

順次というところなので、全てすぐにということにはなりませんけれども、計画的になされて

いるところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 市民の皆さんにとっては、それがどこにあるかというのは、そもそも

分からないわけで、消防は皆さん、もちろん分かる。だけれども、印がない以上、そこに車を

止めたりだ何だと。それが、だから、消火の遅れにつながってはいかんよという話もあります

ので、ぜひそれを所管の枠を超えて早めに、早めにというか、できる限りで展開していってい

ただきたいということを強く要望しておきたいと思います。 

 続いて、救急についてでありますが、私は、代表質疑でこれを取り上げて、我が市の救急搬
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送時間というのは政令市ワーストだ、56分だという話をしましたけれども、実際問題、各区の

状況は今どうなっているのか、区別の状況をお示しいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 各区につきましては、中央区が53.1分、花見川区60.4分、稲毛区が59.2分、若葉区が56.0分、

緑区が62.0分、美浜区が53.5分でございます。参考ですが、千葉市の全体では56.4分となって

おります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 各区で若干、やはり到着時間の部分がある。この要因というのは、例

えば、緑区は、今、62分と言いましたかね。だから、医療機関がそもそも、総合の救急病院が

あまりないという局面の中で、どういう部分が影響しているという認識をされていますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 明確なデータというのは出せてはいないんですが、今、委員がおっしゃられたよ

うに、緑区には総合病院が、おゆみの中央とか、幾つかあるんですが、あまり救急搬送という

ところには至っていないところがございますので、そういったところが要因なのかと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 要するに、救急が時間を短縮するという面と、医療機関につなぐため

の取組での短縮の取組というのは、やはり重要なんだろうというふうに思うので、消防はもち

ろん頑張って救急で早く行ってやろうというわけでしょうから、そういう意味では、救急搬送

時間を短縮していくという意味では、医療機関の連携強化がやはり大事なんだろうと思うんで

す。我が市の病院の応需率が高い医療機関は、今、上位五つ、どこが一番受け入れているのか、

お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 令和４年のデータになりますが、第１位が若葉区のみつわ台総合病院、第２位が

市立海浜病院、第３位が国立千葉医療センター、第４位が市立青葉病院、第５位が千葉メディ

カルセンター、以上のようになっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。 

 医療機関の在り方については、我々は、これからまた病院局の質疑もあるので、そういう部

分を含めて、連携強化を図っていくように提起していきたいと思いますが、まず消防できるシ

ステムの、先ほどちょっと議論がありましたけれども、要するに、救急患者の動画伝送ですか、

今後、それがシステム改修の中でできるということによって、それで、例えば、病院に行くま

での時間が短縮できるような取組になるのか、その辺の見通しについてお聞かせいただけます

か。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 
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○救急課長 現在も、実は、第２期は静止画の病院への伝送ができる状況になっております。

第２期の中でも、傷病者の状況とか、現場の環境を医療機関に情報提供して、照会１件目で病

院が決定するという事案も実際にございます。 

 なお、第３期では動画を導入する予定でございますので、さらに動画の情報のほうが正確な

情報とか、より迅速に情報提供できるというのもございますので、やはり今より若干効果は高

いものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） とにかく、私としても、市民としても当たり前だと思いますけれども、

政令市ワーストという、この部分は何とか頑張っていただきたいという思いが当然ありますか

ら、やはり安心感という面も含めて、そういう意味では、いろいろな対策がほかにも必要なん

ですが、もう一個の論点として、代表質疑でも言ったんですけれども、頻回利用者、一人が何

件も電話してしまってやると。私もびびりましたけれども、令和４年で163人で、最多だと176

回だという答弁をされていたんですけれども、ちなみに、各区における利用状況というのはど

うなっているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 こちらも令和４年のデータになりますが、中央区が48人で770件、花見川区につ

いては24人で431件、稲毛区は24人で292件、若葉区が40人で495件、緑区は９人で132件、美浜

区は15人で358件となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 全体的に、どの区でもかなり出動回数があるという気がして、緑区は

若干少ないのかなという気はしましたけれども、いずれにしましても、今、市内ＮＰＯ法人と、

その方のお家へ行って、いろいろ個別相談というか、対応を進めていただいているんだと思い

ますが、その辺の効果課題についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 まず、効果でございますが、当年度の対象者に個別指導を行って、やはり答弁で

も申し上げた176回というものが、例えば、数十件単位に減少はする傾向がございます。 

 ただ、その次の年にまた新たな頻回利用者が発生してしまいまして、なかなか全体数では減

少という傾向に至らないというところが課題でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） また新しいそういう方が生まれてしまうという状況というのも、社会

的な要因なのか、孤独で寂しくてどうなのかとか、いろいろな福祉的なアプローチも当然必要

になってくる。それは、いわゆる福祉まるごとサポートセンターだとか、いろいろな所管と連

携共有しながら、できる対応をお願いしたいなというふうに思います。必要な方がそれによっ

て利用できないというのは、やはり市民の皆さんにとってマイナスでございますので、それは

ぜひお願いしたいと思います。 

 あともう一つ、代表で申し上げた救急車の、政令市で私もいろいろ調べてみましたけれども、
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比較的政令市の中で中位にある救急台数なのかなという、我が市はあるんですけれども、他方、

やはり救急搬送件数の伸び率を見ますと、なかなか大変じゃないかなということで、増車の提

起をしてきたわけであります。 

 今回、１台増車する旨の答弁があったかなと思いますが、配置においては、聞くに、やはり

稲毛区なんかは出動件数が非常に多いんだということも聞いていましたので、そういう対応が

必要なのかなという点と、あと大規模災害ですか、やはりまた、またコロナかみたいな話にな

る可能性もゼロじゃないと思いますけれども、そういったときの非常用の救急車の対応という

のも、またしっかり対応していただく必要があるんだろうと思いますが、その辺の対応につい

てお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 まず、増隊する救急隊の配置場所でございます。千葉市内で一番出動件数が多い

稲毛救急隊と同じ、稲毛消防署のほうに増隊の救急隊を配置する予定でございます。 

 また、救急需要が増大した場合は、現在も実施しているんですが、やはり非常用救急車の活

用をして、救急隊の確保に備えている状況でございます。 

 また、先ほど大規模災害というお話がございました。やはり市内の部隊では対応し切れない

場合は、県内の広域応援、あるいは緊急消防援助隊の要請等を実施して対応していくというこ

とになると思います。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員に申し上げます。ただいま９分を切っておりますので、ま

とめていただきますようお願いいたします。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） では、時間もあまりないということでございます。感震ブレーカーに

ついてお聞きしたいんですが、能登半島地震があって、当然、今、解析というか、輪島を中心

に火災がわっと広がったという部分があると思うんですけれども、感震ブレーカーの、例えば、

震度６ぐらいの直下地震に見舞われた際に、我が市の家屋火災の被害想定というのはどの程度

で、これをつけておくことによって、どれぐらい被害が抑制できるのか、その辺の状況につい

てお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課です。 

 平成29年２月に総務局危機管理課が公表しました千葉市地震被害調査結果によりますと、震

度６程度の地震が発生した場合における火災被害の予想が焼失総数5,880棟となっており、感

震ブレーカーが100％設置されて、電気火災、電気による出火が防止された場合には焼失総数

3,270棟と、約半分に減少いたします。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 全部つけるというのは、なかなか現実的じゃないのかもしれないけれ

ども、やはり効果が、半分ぐらいになるんだということで、あるんだというふうに思いますが、

政令市において、全世帯に向けた感震ブレーカー助成を実施している自治体と、助成額につい

てどのようになっているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－19－ 

○予防課長 予防課です。 

 令和５年４月現在ですけれども、政令市におきましては、全世帯に感震ブレーカーを助成し

ている自治体は、名古屋市と静岡市になります。 

 名古屋市ですけれども、木造住宅密集地域で既存の住宅に分電盤タイプを設置する場合に、

設置費の２分の１、上限４万円になりますけれども、それから簡易タイプにつきましては、購

入費用全額、上限3,000円の補助となっております。木造住宅密集地以外の地域につきまして

は、既存の住宅に分電盤タイプを設置する場合に設置費用の３分の１、上限２万6,000円を補

助するなどの事業を実施しております。 

 静岡市は、既存住宅で分電盤タイプ設置費用の３分の２以内、上限２万5,000円、新築住宅

では、分電盤タイプで一律１万円の補助となっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） かなり額としても手厚い助成を展開している政令市が出ているわけで

ございまして、例えば、名古屋市と静岡市は何世帯の支援を展開しているのかということと、

我が市の令和６年度当初予算の予算と、補助できる世帯数は何件なのか、お聞かせいただけま

すか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 まず、予算についてですけれども、令和４年度当初予算につきましては72万円、補助世帯数

は300世帯となっております。 

 名古屋市と静岡市の実績につきましては、今現在、申し訳ないですけれども、手持ち資料が

ございません。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 我が市の話でいくと300世帯だということで、かなりやはり規模が少

ないのかなという気がしています。とにかく地震がこれだけ頻発をしている中で、地震による

火災の被害というのを、当然、密集地で、今、重点的にやっているというのは分かるんですけ

れども、そこを広げていってやっていく取組を、ぜひ今後注力していただくということをお願

いしたいと思います。 

 最後に、職員の働き方、不祥事対応についてでありましたけれども、せんだって、男性隊員

が酒気帯び運転で懲戒免職になったというあれがありまして、結構メディアで書かれていたの

は、要は全局員が禁酒したということについては、いろいろあったかなと思いますが、改めて

こうした措置をした狙いと、実際の効果についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課コンプライアンス担当課長。 

○人事課コンプライアンス担当課長 人事課コンプライアンス担当でございます。 

 消防局では、これまで不祥事の発生防止に取り組んできたところでございますけれども、そ

れにもかかわらずに飲酒絡みの不祥事が発生してしまったことから、今回の事案を全ての職員

が自分ごととして捉え、自分の行動を見詰め直す機会とするために禁酒を実施したものです。 

 効果でございますけれども、今回の取組によりまして、消防職員としての自覚を再認識でき
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たものであるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 最後になりますけれども、先ほども女性の消防職員の方の皆さんが増

えてきてはいるのかなと思いますが、実際の女性の消防職員数の状況がどういう状況になって

きているのかという点と、やはり気になっているのは、女性の管理職が消防は少ないのかなと。 

 これまでの慣習も含めて、当然なのかもしれませんが、ただ、やはり管理職にもそういう登

用が、当然これは配慮して、ジェンダーの視点でやっていただく必要があると思いますが、今

後改善も必要じゃないかなという点も含めて、御答弁いただきたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 女性消防吏員の数ですが、今年度４月１日現在で42人であります。全消防吏員に占める割合

は、約4.6％となっております。 

 続きまして、管理職への登用につきましてですが、これも令和５年４月１日現在につきまし

て、管理職に２名配置しているところでございます。今後も引き続き、本人の希望や適性はも

とより、経験年数や勤務成績等を総合的に踏まえ、性別にかかわらず、積極的に管理職への登

用を行ってまいります。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） すみません。椛澤委員に申し上げます。先ほど残り時間が少ないと

申し上げましたが、あと14分程度ございますので、すみません。失礼いたしました。 

○委員（椛澤洋平君） そうですか。いいです。もう大体聞きたいことは聞かせていただきま

したので。 

 とにかく、今、女性の管理職は２人だという話でありましたので、もう少し御努力いただく

方向性で、やはりいろいろな方の働き方を変えていく、そういう方がまた上に立って、目配り

しながら、職場環境を含めて、よくしていく。災害時の救急だとかの部分も、やはりいろいろ

女性の目線に立ったアプローチというか、支援、これはやはり女性ならではの目線があって、

取り入れられる部分というのは多数あるんだろうと思うんです。ですから、そういう面では、

ジェンダーの視点に立って、消防局もその点を踏まえて、人事を含めて対応していただきたい

ということを強く申し上げて、終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 失礼いたしました。 

 その他、御質問等ございますでしょうか。では、植草委員。 

○委員（植草 毅君） 何点か質問します。一問一答で一応。 

 消防団の関係なんですけれども、現在、消防団で外国人という方は何人いるのか、お聞かせ

いただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 千葉市消防団につきましては、現状、外国籍の消防団員はいない状況となっております。 

 以上です。 
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○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 特に募集していないというわけではなく、たまたまいないというだけ

なんですか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 条例等の任用の要件としては、外国人を排除というような要件はございませんが、公権力の

行使をするような、消火とかという場面については、日本国籍が必要なのではないかというよ

うな法解釈がある関係上、実態として、今、現状、消防団員はいないのかと思っております。 

 こちらにつきましては、現状、消防庁のほうで外国籍の消防団員の登用、どんなところで使

えるのかというようなところを検討しているというふうに聞いておりますので、現在、そちら

の部分を注目しながらいるというところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） なぜこんな質問をしたかといいますと、美浜区の幸町なんかは外国人

が増えてきまして、移動とか指示するときに、関係の方たちがいたらとてもいいのではないか

なと思う機会があったということを、お話でちょっと聞きまして、質問させていただきました。 

 あと、消防団の小型ポンプ車両の更新なんですけれども、これも消防車と同じで15年という

認識でいいのか、お聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 消防団車両につきましては、おおむね20年をめどに、状況を見ながら順次更新している次第

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） ありがとうございます。 

 消防団の車両については、あまり使う機会がないというか、出動が少ないと、更新までに１

万キロ走っていないというのもざらにあるかと思いますので、次の行き先で働いてもらえれば

いいのかなという感じはしますが、もったいないなとちょっと思っております。 

 そして、感震ブレーカーのお話で、先ほど椛澤委員の方からもありましたけれども、最近は

扱い店が、今、ホームセンター、プラス地域のところ、また公社のほうでも売っていられると

いうことなので、12件ぐらいあるとお聞きしております。なるべく各区に協力店というのをつ

くれればいいと思うんですが、現在のところはどのような形になっているのか、お聞かせいた

だけたらと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 販売店登録制度を立ち上げてから、現在、12件ありますけれども、登録店がない

のは花見川区のみとなっておりまして、それ以外には店舗が登録されております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 花見川区にお店がないわけではないですので、登録店として安心して
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買えるようなお店をつくっていただけたらと思っております。 

 また、普及啓発のために、市政だよりに１年間ずっと感震ブレーカーについて消防署から載

せてもらうとか、そういう手もあると思うんです。また、買った場合、１回限りにつき、ＷＡ

ＯＮ、Ｐｏｎｔａカードというのがありますが、あれでポイントを付与するとか、100ポイン

トでも、10ポイントでもいいんですよ。とにかくポイントが好きな人がいますから、そういう

方々たちに興味を持ってもらえるような施策を取ってもらえたらいいと思うところで、意見、

要望でございます。 

 あと、もう一点、椛澤委員からもありましたけれども、不祥事についてなんですけれども、

毎回毎回セクハラと飲酒関係の不祥事がよくよく出てきてしまうんですが、啓発というわけで

はないですけれども、季節の変わり目、年末年始、また歓送迎会、これからあるかと思います

が、そのときには強く強く言っていただいて、若いから仕方ないというわけではないですけれ

ども、ぜひぜひ、そういうことが１年に一件以上あると問題かなと思うので、できればないと

いうのが望ましいということで啓発を、署長のほうからも、課長のほうからも言っていただい

て、１年中言っていると誰も聞かなくなるので、季節の変わり目だけ、しっかりと言っていた

だけたらと思います。意見、要望でございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 その他、御質問等ございますか。では、伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 一問一答でお願いいたします。先ほど来、各委員のほうからお話があ

りましたので、重複するところがないようにはしたいですけれども、一応確認させていただい

たところはメモってはいますけれども、場合によっては、同じようなことを確認することもあ

るかと思いますけれども、御了解いただければというふうに思います。 

 先ほど消防団活動体制についてお話がございました。まず、この消防団活動体制の充実の予

算内訳を教えていただきたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 来年度の消防団活動体制予算の内訳でございますけれども、消防団器具置場の建て替えが

5,000万円、小型動力ポンプ積載車の更新が4,006万6,000円、消防団運営経費が１億5,163万

1,000円となってございます。こちらの運営経費の主なものといたしましては、報酬関係が約

6,100万円、退職の時の報償費の関係が約2,300万円、消耗品とか光熱水費等の需用費のほうが

約2,200万円、防火衣等を含めました備品購入費が約1,100万円、公務災害補償基金等に出して

おります負担金についてが約2,700万円というふうになってございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 額が額なので、今、あらまし等で出ている３点だけで２億4,000万ですよと言われても、実

際に何に運用されているのかというのが分からないので、確認させていただきましたけれども、

主に消防団の運営経費に関わるものが圧倒的にやはり多いというふうには感じています。 

 一方で、消防団器具置場の建て替えなんかは２か所とかということなんですが、実際に要望
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等が上がっているところが多いのではないかと思っていますけれども、今の実態はどういう状

況で、こういった建て替え等も含めて進められているのか、教えていただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 消防団の器具庫の建て替えにつきましては、基本的には、古い建物から建て替えをしている

んですけれども、地域の事情によりまして、古くてもこのままいきたいとかいうところもござ

います。あとは、どちらかというと修繕でお願いしたいというようなところ、まだそこまで古

くなくても修繕をお願いしたいというような要望はありますので、そちらについては、別途、

様子を見ながら対応のほうをさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 幕張西地区に立派な建物を建てていただいて、本当に地域の消防団の

皆さんをはじめ、本当に喜ばれていました。 

 ただ、一方、古くなった建物も当然あるわけで、災害が起こった際に、消防団の車両とか資

機材を置いている建物の耐震化というのは、ちゃんと図られているものなんでしょうか。それ

とも、そういった耐震化に伴う建物から除外されているものなんでしょうか。ちょっと基本的

なことだけ教えていただきたいと思うんですけれども。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 消防団器具置場の耐震性能でございますけれども、耐震等級で建築基準法の耐震

基準でいきますと、等級１となります。ですが、近年建てられております器具置場につきまし

ては、1.25倍、等級２で建築している次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） すみません。等級のことだけ言われても、ちょっとよく分からないん

ですが、要は耐震性が図られていなければいけない建物なのか、そうでなくてもいいのか、は

たまた、それを求められているんだけれども、耐震性能に劣っているものがあるのかどうかと

いうところを確認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 現在、器具置場につきましては、耐震性能は等級１でございますけれども、特に

耐震性能につきましては、求められておりません。消防署、出張所につきましては、耐震性能

を、消防署につきましては1.5倍、出張所につきましては1.25倍で建築している次第でござい

ます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） では、求められていない建物だから、例えば、そこに消防団車両が入

っていて、倒壊してしまった場合には、その車両が動かせない可能性があるということですよ

ね。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 
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 冒頭申しましたけれども、現状は等級１で、近年建てているものは1.25倍で建築しておりま

すので、出張所と同じ程度の耐震性能を持っているということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） すみません。分かりました。ずっと等級１は何だろうというのが引っ

かかっていて、そこをちゃんと知りたかったので。等級１だけを前に出されると、ちょっと理

解ができなかったので、よく分かりました。ありがとうございます。 

 消防団、先ほども機能別消防団員の数とかの話がありました。自慢ではないですけれども、

どこに行っても言っているんですが、講習を受けて機能別消防団員になったのは私が初めてだ、

第１号だということで、しっかりと取り組んでいかなければいけないとは思っておりますけれ

ども、ただ、実際には、消防団を退職というか、定年された方が、おおむね機能別消防団員に

移行されているというのが現状ですというふうに伺っているんです。 

 それはそれで大事だとは思うんですが、せっかく講習の場を開いて、要は機能別消防団員を

増やしていって、そこから消防団員になっていってもらおうというような取組だったもののは

ずなので、やはりそこをしっかりとアピールしていきながら、受講者を増やしていくという努

力が必要になってくるのではないかなと思いますけれども、そこはいかがお考えでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課長でございます。 

 広報団員につきましては、現状、委員おっしゃられたとおり、定年で移られた方もいらっし

ゃいますし、年齢は若いんですけれども、団の基本団員としての活動がちょっと難しいので、

広報団員に移るといったような方もいらっしゃいました。今年度当初から機能別団員を入れさ

せていただいて、広報団員のほうも発足したんですけれども、基本団員のほうも、ここ数年、

非常に広報活動に熱心に取り組んでいる状況でございまして、現状、どこの部分を広報団員に

担っていただくのか、機能別団員としてやっていただくところはどうなんだろうかといったと

ころを、実際に消防団員の皆さんといろいろと協議をしているような状況でして、まだ活動が

なかなか定まっていないというのが現状でございます。 

 今後は、より広報団員の活躍の場を含めまして、そういったところを検討していく中で、さ

らに広報団員の募集のほうも活性化していくという形でやっていければというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 これは、個人的なというか、機能別消防団員という立場になって、全くの素人ですから、感

じていることでお願いさせていただければと思うんですけれども、やはりもともと消防団員に

も属していなかったので、講習を受けて、機能別消防団員ですと認めていただいてはいるんで

すけれども、実際その場に行って、消防団はやはりいろいろ規律があるじゃないですか。格好

は同じ格好をして、そして、機能別という腕章はつけてはいるんですけれども、基本的な動作

とか作法というものが分からなくて行くというのは、非常に不安感が強い。 

 だから、やはり最低限覚えておかなければいけないことというのが多分あるんだとは思うの
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で、特に講習を受けられて入ってこられる方たちに本当に広報活動として動いてもらうために

は、最低限身につけておかなければいけないことも周知していかないと、なっただけで終わっ

てしまうのかなという気がしますので、そこは要検討していただいて、取組をしていただきた

いということを求めておきたいと思います。何か御意見があれば。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 今回、初めて伊藤委員を広報団員で講習を受けて採用させていただいたときに、こちらも初

めてでしたので、職員のほうも、団員のほうも、なかなかどういった形で今後教育をするとか

いうところも、かなり手探りな状況でしたので、今の御意見も含めまして、今後いろいろと検

討させていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） よろしくお願いいたします。 

 では、続いてです。消防の水利施設ということで、毎年、防火水槽の新設がありますけれど

も、先ほどもお話が一部ありましたが、防火水槽の新設は、毎回小さい単位での設置状況には

なっているんですが、計画的に進めていくために、どういった形、手順で設置を進められてい

るのか。 

 当然、小さなものではないので、設置する場所とかは非常に苦慮される部分が多いのではな

いかというふうに思っています。特に、大規模団地になってくると、中には消火栓とかは確か

にあるんですけれども、消防体制を見ていると、パイプをやはりつないでいって、外から放水

するというような状況のほうが多いのかと感じています。 

 だから、例えば、ＵＲならＵＲの中にも防火水槽を設置できるんだったら設置してもらうと

か、市営住宅の中にも設置していくとか、何かそういったもっと迅速に消防活動に取り組める、

消防活動に入れる体制ということをしていったほうがいいのではないかと感じてはいるんです

が、皆さんは、どのようにお考えになっていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 防火水槽の設置の計画につきましては、市内の狭隘地区とか、そういうところで水利のちょ

っと不便なところというのが、まず候補に挙がります。その中で、先ほどもありましたとおり、

設置する場所、例えば、公園だとか、そういうところが満たしていて、さらに、ある程度車が

寄りつけるようなところを計画として上げていまして、順次、毎年１基ずつなんですけれども、

設置している状況でございます。 

 今、お話ありました住宅地等の防火水槽はいかがかというふうに理解しましたけれども、設

置する際、新規の場合ですと開発行為がかかりまして、水利の関係はしっかり見て、範囲を満

たすようにつくりますので、新規の部分については、水利としては満たすような形で対応して

いるところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 
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○委員（伊藤康平君） なかなか難しいお話だったのかもしれませんけれども、現状、水利の

ほうは足りているという中での整備をしているという認識だという解釈でよろしいですか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 水利につきましては、今後も計画的に配置していきたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。では、よろしくお願いいたします。 

 では、先ほど来からお話があった消防指令体制について確認をしていきたいというふうに思

っています。 

 大規模災害が発生した際の対応について確認をさせていただければと思うんですけれども、

先ほど来から指令システムが新たに更新されて、来年度更新されていきますよということで、

その内容、概要的なことも伺わせていただきましたけれども、熊本なんかで発生した地震のと

きに、指令管理システム自体はダウンはししなかったんですけれども、電源プラグが落下する

とか、それに伴って、数分間、画像の送信が操作ができなくなってしまったとか、非常用電源

からの供給がなかなか受けづらくて、しばらくの間、撮影不能になってしまったとかというよ

うな事案も、どうもあったようです。 

 本当に災害というのは、どういうときに起こって、そして、どういう被害をもたらすのかと

いうのは予期できないトラブルが非常に多くあるかとは思うんですけれども、今回、システム

を新しくすることによって、過去に起こった災害の事例をどのような形で踏襲して、新たなシ

ステム更新を図られたのか、何か特徴的な取組があれば教えていただきたいのと、特にないの

であれば、今後どのようなことが必要かという視点があるのか、併せてお聞かせいただければ

と思います。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 システムの防止対策ということで、停電時につきましては、本市におきましても非常用電源

装置を配置しております。また、非常電源装置が動く前に、時間を要する部分を無停電電源装

置ということで設置しておりまして、システムの電源が停電した場合には、速やかに無停電電

源装置で電源が確保できる体制を取っております。新たなシステムも、この体制を確保させて

いただきます。 

 あわせまして、指令センターに接続をいたします119番回線のほうに障害が発生した場合に

は、当市におきましては、稲毛消防署に配置されております119番専用電話を活用して、119番

体制の確保を図る体制とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 ちなみに、東日本大震災が起こったときの対応というのは、今言われているような体制下と

は、また違った状態の中での運用だったんですか。ちょっと素朴な疑問ですけれども、お聞か

せいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 
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○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 東日本のときは、まだセンター統合という形でなくて、千葉市の指令システムで運用してお

りまして、基本的には同じような体制で運用のほうは図っていたところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。 

 あとは、各自治体では、電話の回線とかＩＰ化や、緊急車両と指令センターをつなぐ無線回

線などの規格が変更されてきているというふうに聞いています。本市が今の現状どうなのかと

いうことと、来年度、こういった仕様の変更に伴うものについての予算とかは特段何かつけら

れているものというのはあるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 電話回線のＩＰ化につきましては、新たなシステムで対応のほうはさせていただく形になっ

ております。 

 現行のシステムにおきましては、電話通信事業者が設置しております変換装置を介しまして、

現在のシステムで119番を受報しているところでございます。 

 あわせまして、緊急車両と指令センターを、現在、ＦＯＭＡ回線でつないでおりますが、こ

のＦＯＭＡ回線が７年度末で使用不能となりますことから、新システムにつきましては、次の

回線、ＬＴＥ回線を使用する形とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。ありがとうございます。 

 では、続いてです。消防指令センターというのは、やはり重要なポジションというか、重要

な装置になってくるわけですけれども、今、国においてもいろいろな大きな取組があって、自

治体のＤＸに関連して消防防災ＤＸということで、指令センター機能の強化であったり、様々

なところでデジタル化を推進していこうというような動きがあるというふうに聞いています。 

 その中で、先ほど一部触れられていましたけれども、救急体制の中でのＬｉｖｅ119みたい

な、熊本市がやっているようなものというのも、一つＤＸという形に入ってくるのではないか

というふうに思っていますが、来年度、そういったことにも取り組まれるほかで、何かデジタ

ル化に伴う、そして今、国の動向の中で動いているＤＸ、ＩＣＴ化も含めてですけれども、何

か特徴的な取組をしようとされているものがあれば、お聞かせいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 現在、各車両に、特に水槽車を中心に配置しているんですけれども、タブレットを配置して

おります。そのタブレットを活用しまして画像を伝送できるようなシステムを構築して、さら

に災害の状況をより、災害現場と対策本部とをつなぐような形のデジタル化というのを来年度

進める形としております。 

 以上です。 
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○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 今、消防庁なんかが考えている取組をやっていこうとすると、多分来年度以降も指令システ

ムとか、業務システムとか、こういったＤＸ関連の予算というのが非常に多くなってきて、今

考えられている取組とマッチしていくのかどうなのかというのが少し分からないところがある

んですけれども、来年度、一旦システム改修していきますよと。これからまた新たな動きが出

ていく中で、そういった新たな取組をシステマチックに取り入れていくことができるという状

況の中でのシステム改修になっていくものなんでしょうか、お聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 今後更新いたします指令システムにつきましては、現行の体制でシステム更新を組んでおり

ますが、現在、国のほうでも、指令システム、クラウド化というようなお話が、会議等も開か

れておりまして、そういった中に我々も職員が出向しておりますので、そういった中で国の動

向を注視しながら、必要なもの、入れられるものについては、どんどん改修を図っていければ

と考えているところでございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 消防活動の中でも、また救急体制の中でも、マイナンバーを使っての個人情報の取得とか、

そういったことも何か、今、国のほうでも実験されながら動き出しているようなことも伺って

おりますので、新たなそういった対応を図らなければいけないときには、迅速に対応していけ

るような体制づくりにしていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 続いて、航空消防体制の充実についてです。 

 冒頭御説明がありましたけれども、消防ヘリの維持管理費として、県から稼働時間に応じて

の維持管理費が頂けるということで、所定の時間数を超えていたので、ほぼ満額の7,000万を

頂いていますよというお話でした。 

 ただ、一方で、今後、この維持管理費については、他都市の状況も確認していきながら今後

協議していきたいというようなお話だったんですけれども、実際に稼働している時間数からす

ると、県に求めていきたい維持管理費というのは本当は幾らぐらいだったんでしょうか。現状

をお聞かせいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 航空課長。 

○航空課長 航空課でございます。 

 今年度の実績の見込額としまして、まず補助金の対象となったのが今年度からとなりますの

で、今年度、まず１年目として、見込額として8,800万円を相当額として見込んでおります。

それに対して、上限が7,000万円ということになっております。 

 ここ数年、コロナ禍で、災害出動は平均的なんですが、県とか他の市町村との連携訓練、合

同訓練とかが自粛されていたこともありまして、件数、飛行時間は伸びておりませんでしたの

で、今後何年か実績を積んでいって、この7,000万円が適正な補助上限額であるのかどうかと

いうのを検証してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） よく分かりました。 

 それだけヘリが動いているということなんだなということが分かったのと、これから更新し

ていく際に、また様々、消防ヘリに対して県のほうにも要望していかなければいけないことも

あろうかと思いますので、そこはしっかりと協議を進めていただきながら、千葉市のさらなる

消防体制の強化につながるように期待したいと思っております。 

 最後に、ここにはどこにもないんですけれども、消防大学校の予算というのは、来年度は特

に何か特別に予算配置されているものというのがあるんでしょうか。どうなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 消防学校長。 

○消防学校長 消防学校でございます。 

 消防大学校への入校経費につきましては、消防学校経費として来年度予算として計上してい

る金額がございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） それは、どれぐらいの予算なんですか。 

○主査（小坂さとみ君） 後ほど分かってからで結構ですか。 

伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤康平君） では、後ほど教えてください。 

 消防大学校は、先ほど不祥事の話もありましたが、やはり教育体制というのは重要になって

くるのではないかというふうには思っています。 

 一方で、コロナ禍等で大学校の運営も大変だったのではないかと思っておりますけれども、

コロナ禍と、そして来年度取り組んでいく内容について、どこか違いがあるものがあるのか、

訓練体制について教えていただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 消防学校長。 

○消防学校長 消防大学校につきましては、毎年、事前に大学校への入校について、こちらか

ら、どの課程に入校するかということで申請をしておりまして、それに基づいて、県を通して

入校数が決まりますので、今年度同様、来年度も計画的に大学校への入校を進めてまいりたい

と考えております。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 聞きたかったのは、コロナで多分大変な中で、大学校も訓練もまとも

にちゃんとできなかったのではないかと思っていたんです。今、だんだん戻りつつありますけ

れども、その辺が、来年度取り組むこととコロナ禍での対応というのは何か違ったものがある

のか、確認したかったんです。 

○主査（小坂さとみ君） 消防学校長。 

○消防学校長 現行、大学校への入校につきましては、コロナ前と同様、計画的に大学校の中

で訓練を実施しているところでございまして、コロナの影響もありまして、学生の外出につい

ては現行禁止とされておりますので、これがコロナ禍を超えた中で、外出ができるような、入

校している学生が負担とかストレスがたまらないような範囲で、入校期間について外出ができ
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るような体制ができるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 今後ですけれども、例えば、これからまたどういった感染症とかが起

こるか分からない中で、教育訓練とかも効率的な対応を図っていくために、感染症対策も含め

てですけれども、今、どこでもやられているｅラーニングとか、そういったことも今後考えて

いかなければいけない時期に入ってきているのではないかと思いますが、そこら辺だけ最後お

聞かせいただいて、終わりたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 消防学校長。 

○消防学校長 現行、千葉市の教育学習システムということで、ＣＨＡＩＮＳに入っておりま

すＣ－Ｌｅａｒｎｉｎｇということで、教育コンテンツが何点か入っておりまして、いろいろ

コンプライアンスだとか、消防業務に特化した内容のコンテンツも入っております。それを各

自がＣＨＡＩＮＳ端末を介して受講していただいて、各自、意識の向上をしているところでご

ざいます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） では、同様の取組は、もうされているという認識でよろしいですね。

分かりました。 

 では、いろいろと不祥事もあり、そして消防時間の短縮など、そこの部分も、両方なのかも

しれませんが、本当にしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いするのと、繰り

返しになりますが、救急搬送時間の短縮は、どうしても消防だけではクリアできない課題が非

常に多いというふうに思っています。 

 そこは、一次医療、二次医療、三次医療機関はどこが受入れてくれるのかというところが非

常に問題になっているので、やはり関係する部局、保健福祉なら保健福祉局、そして病院局、

そして消防局、それぞれ立場が違う中での考えがあるかと思いますので、そこはしっかりすり

合わせていきながら、その受入れ体制をどのように考えて、さらなる受入れ時間の短縮につな

げていくのかというところをしっかりと協議していただきながら、鋭意努力をしながら、市民

の命を守る取組につなげていただきたいというふうに思いますので、そのことをお願いさせて

いただいて、終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 では、川合委員。 

○委員（川合隆史君） すみません。今まで委員の方からいろいろな質問がありましたので、

大体質問に関しては理解しているんですが、幾つか質問と、意見を中心に述べていきたいと思

います。 

 まず、救急体制の整備ということで、今回、救急情報共有システムの運用及び第３期システ

ムの開発ということなんですけれども、ちょっと確認したいんですけれども、このシステムと

いうのは、いわゆるＳｍａｒｔ119というものの運用だということでよろしいですか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課です。 
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 そのとおりでございます。以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。 

 そうすると、第３期システムの開発というのは、当然、Ｓｍａｒｔ119を一番最初に導入し

たのは千葉市であるということも存じ上げておりますし、共同開発しながらやっているという

ことですので、今運用されているＳｍａｒｔ119というのも、大分いろいろな都市で運用され

るようになりまして、非常に効果が認められてきたというところは理解しているんですけれど

も、そこに関するシステムの開発、刷新していくということの理解をいたしました。 

 現実的に、過去から言っているのは、このシステムというのは、当然、先ほど椛澤委員から

千葉市が搬送時間がワーストでということではあるんですけれども、これは、僕は消防局の責

任ではないと思うんです。実際には、病院であったりとか、受入れ体制がどうなるかというこ

とで、やはり搬送時間というのは決まります。非常に都市部であったりとか、いろいろなこと

の中で搬送時間というのは決まってくると思いますので、搬送時間含めた救急体制というのは、

病院局であったり、保健福祉局であったりと連携して受入れ病院を拡充していくことというの

が大きな課題なのではないかというふうには捉えております。 

 それに含めて、広域化で運用していたりしますので、Ｓｍａｒｔ119、いわゆる共有システ

ムの病院、ある程度、拠点病院というか、受入れ体制がある病院には整備されていくこととい

うのが非常に必要だとは思われるんですけれども、今の現状で、広域を含めて、千葉県のほう

でも今年の４月から運用し始めたということで、昔から私たちは、広域で運用しているのであ

れば、しっかりＳｍａｒｔ119も広域で運用されないと効果が発揮されないだろうということ

はおっしゃっている中で、今年の４月から県下の54市町村が順次拡大していくということにな

っていますが、今の現状、病院であるとか、市町村であるとかのＳｍａｒｔ119の拡大という

のは、どのようになっているのか、分かる範囲でよろしいので、教えていただけますでしょう

か。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 現在、千葉県が進めている広域化の救急情報共有システムでございますが、千葉市のシステ

ムは若干異なる部分がございまして、千葉市は独自で実施しているものでございます。千葉県

は、千葉市以外の千葉県内の医療機関、あるいは消防本部と連携して実施しているものでござ

いまして、千葉市に限ってということであれば、現在、千葉市内11の告示病院を中心とした医

療機関に端末を配置しております。 

 ただ、なかなか先ほども搬送時間の短縮につながっていかないという現状がございますので、

受入れ率の高い千葉市の隣接した医療機関にも、四街道市とか市原市とかにも、今、働きかけ

て拡充しているところでございます。 

 千葉県の状況までは、詳細な情報は存じ上げておりません。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。 

 そうすると、自分なんかは、どっちかというと千葉市のシステムは、当然、先を走っている
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先進事例ですので、特に、たしか消防士体制というのは千葉市から北東部、銚子から館山まで、

この指令センターで網羅している部分というのを考えると、広域で運用しているということで

あれば、本来同じシステムが導入されることのほうがベストかなとは思うんですけれども、実

はそうではないということを聞くと、そこら辺はもう少し、千葉県とか、ほかの市町村とも本

当は連携を取れたほうがよかったのかなというところは思います。実際には、先ほど言ったよ

うに、いわゆる受入れ体制のある病院としっかりこのシステムを共有して、当然、市外を含め

た千葉市の搬送可能な病院とは、ハードも含めて、システムの中でしっかり運用していくこと

を、これは消防局さんだけではなく、病院局、保健福祉局とも連携をしていただいて、市民の

ためにも拡充をしていっていただけることをお願いしたいと思います。 

 ここに関しては、以上です。 

 もう一つは、消防指令センターのシステム更新に関しては、当然、千葉県の非常に広域の中

で運用されますので、しっかりとこれこそ、これも先ほどうちの岡崎からも伝えましたが、そ

ういうスケジュールに沿った形で運用ができるようにお願いしたいと思います。 

 最後に、おおとり、航空消防体制の充実ということで、実は、今年度予定していた資格者の

養成というのが繰越しで、今年度中にはできなかったということで、いろいろなことが重なっ

て、そういうことで繰越しされたと思いますし、今年度も、来年度に向けて操縦士２名と整備

士１名の資格者の養成ということで予算も上げられている中で、実際、おおとり２号のほうは

令和６年度末に納入される予定だと聞いておりますので、令和６年度末の納入に向けて、当然、

操縦士、整備士の準備というのはしっかりとしていかなければなりませんので、運用に向けて、

このスケジュールを全うできるような体制というのはしっかり整えていただくことを要望いた

しまして、私からの意見とさせていただきます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 消防学校長、どうぞ。 

○消防学校長 先ほどは大変失礼いたしました。 

 消防大学校への各入校経費につきましては、来年度、予定としておりますのが、幹部科、救

助科、救急科などの８コースを予定しております。 

 金額につきましては、旅費、負担金を含めまして238万6,000円を予算計上させていただいて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 では、渡邊委員、質問いかがですか。 

○委員（渡邊惟大君） いつも千葉市民の安全と安心のために御尽力いただき、ありがとうご

ざいます。 

 先ほどの説明や、あるいはほかの委員の質問で、令和６年度の予算については、おおむね理

解しましたが、幾つか質問させていただきたいと思います。一問一答でお願いいたします。 

 まず、消防車両の更新に関してなんですけれども、こちらは、今まであった車両を引退させ

て新しい車両を導入するという理解でよろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 今まで使ったものを更新するということになります。 
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 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 以前質問した際に、古い車両については、金属スクラップにして売却するということを伺っ

たんですけれども、自治体によっては、解体せずに売却しているようなところもあるのかなと

思うんですけれども、コスト面も含めての問題になるかと思うんですけれども、千葉市におい

てスクラップにして売却している理由と、あと解体せずに売却するほうが高く売れる場合とい

うのがあるのか、伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 当市におきましては、平成16年８月24日付の消防庁消防課長通知に基づきまして、テロ対策

等の観点から、不要車両の処分については、解体等を目的とした抹消登録の手続を行うものと

の文書が発出されていることから、これに基づき、スクラップとして処分しているものでござ

います。 

 したがいまして、転売とか、中古として売るような観点からの査定等は実施しておりません

ので、コスト面につきましては、把握できません。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。 

 解体せずに売却しているような自治体というのは、ないのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 ほかの市でありますと、売却しているようなところもございますけれども、当局につきまし

ては、先ほどの通知で、前に救急車を転売したところで、その車両が政治団体の宣伝車として

使われたということもございますので、その辺の危険性も踏まえて、当市におきましてはスク

ラップとして売却している次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございました。背景について理解いたしました。 

 次に、消防水利新設についての防火水槽の設置は、具体的にどちらに設置されることになる

のでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課です。 

 防火水槽の設置ですけれども、令和６年度は若葉区の桜木北公園に設置する予定となってい

ます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。ありがとうございます。引き続き整備のほうをお願い

いたします。 
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 次に、救急体制に関しまして、救急救命士４名を新たに養成するということなんですけれど

も、全体として救急救命士は、今、何名いるのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 今のところ、現場で従事している救急救命士は127名でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 毎年４名採用していて、人数的には足りているということなんですけれども、毎年、引退さ

れる方というのは、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 その年によってまちまちでございまして、一概には何名という数字は申し上げら

れない状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 今後も救急救命士を増やす必要はないということであれば、今の人数を維持するということ

で、特に体制的には問題ないということでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 現在の毎年４名に加えて、新たな採用職員の中にも救急救命士の免許を取得した

新規採用職員がございますので、退職数に応じた採用をしているという認識でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。 

 引き続き、救急体制の維持をよろしくお願いします。 

 先ほど、消防士に関して女性の人数ということで議論があったと思うんですけれども、救急

救命士については、女性の人数はどれぐらいになっているでしょうか。救急救命士における女

性の人数です。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 少々お待ちいただけますでしょうか。（渡邊委員「もしあれだったら後でもよろ

しいですかね」と呼ぶ） 

○主査（小坂さとみ君） 

 大丈夫ですか。では、人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 女性消防吏員のうち、救急救命士の有資格者につきましては、令和５年４月１日現在で16人

となっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 以前の議論等を見ていますと、女性救急隊員がいたほうが女性の患者さんは安心するのでは
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ないかというような議論もされていたと思うんですけれども、今後、やはり女性の救急隊員と

いうのは増やす予定ではいるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課長。 

○人事課長 女性吏員の救急隊への任用につきましては、男性、女性にかかわらず積極的に登

用していきたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。 

 引き続き人員体制の整備のほうをお願いいたします。 

 次に、予防消防充実についてなんですけれども、予防消防充実について少し予算が減少して

いるようなんですけれども、その理由について伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 主な理由としましては、住宅防火用パソコンのリース契約が終了したことによるものです。 

 住宅防火用パソコンにつきましては、65歳以上の独り暮らしの方の世帯を訪問し、生活実態

に応じて、住宅の安全性について指導していたものですが、今まで使っていたソフトウエアが

現在の環境に適合しなくなったことで、リース契約を終了したということになります。 

 現在は、65歳以上の独り暮らしの世帯に対しましては、住宅用火災警報器の普及促進などを

目的とした住宅防火訪問指導により、対応することとしております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。対応方法を変えたことで予算のほうが減少したという

ことで理解いたしました。ありがとうございます。 

 次の質問なんですけれども、あらましには書いていないんですけれども、予算書を見ると、

常備消防費の中で財団法人千葉市防災普及公社、関係経費というのがあるんですけれども、こ

れは、どういった費用になるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 公社関係諸経費につきましては、大きく分けて、運営補助金と委託事業費という

ことになります。運営補助金につきましては約2,900万円、委託事業費につきましては約１億

3,600万円ということになってございます。 

 運営補助金の内訳としましては、役職員の人件費及び一般管理経費ということになります。 

 委託事業の内訳としましては、防災普及車防災普及委託事業ということがまず一つ、もう一

つが応急手当て普及啓発委託事業という救急関係の講習等をやっていたりする事業でございま

す。また、もう一つが防火管理講習等の委託事業ということで防火管理の資格講習、こちらの

ほうを委託しているという、この３本の委託事業に係る経費、また、それに関連した一般管理

経費等を含めたものが委託事業費ということになってございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 
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 千葉市消防普及公社についてなんですけれども、理事長と副理事長は千葉市の関係職員さん

かと思うんですけれども、理事の中で千葉市とか消防局さんの関係職員、関係者がどれくらい

いるのかというのと、一般職員についてはいかがでしょうか、伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 評議員には消防局長が入ってございまして、理事のほうには当市の職員が２名、

警防部長と予防部長の２名が入ってございます。職員については、採用しているプロパー職員

のほか、消防局ＯＢの職員が勤めております。人数については、総数については21名というこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 こちらのほうに委託している理由というのは、千葉市消防局さんのほうで実施するよりは、

そういうところに委託したほうがコスト的によいというような理解でよろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 応急手当普及啓発事業、防火管理講習委託事業等につきましては、従前、消防局

でやっていたものでございまして、当局の職員だけでやるよりも、公社で一括でやっていただ

いたほうが効率がよいということで、委託しております。また、防災普及のほうも、防災普及

車、起震車ですね。こちらの運用のほうもかなりニーズがございますので、こちらも公社で運

用していただいたほうが効率がいいということで、委託をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。そういう合理的な理由があって、こちらの公社さんの

ほうに委託しているということで理解いたしました。あらましのほうに書いていなかったので、

気になったので、質問させていただきました。 

 あと、すみません。救急出動に関して、年間の救急出動の件数というのは、令和５年の推移

がどれくらいなのかと、令和６年度の予想等を伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 令和５年の救急出動件数、速報値ではございますが、６万9,155件となっており、

令和４年よりも約2,300件ほど増加しております。 

 また、令和６年の見込みですが、はっきりしたことは申し上げられないんですが、コロナ禍

の令和２年は若干減少したんですが、３年からまた増加傾向にございまして、６年も恐らく増

加傾向になるものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 令和６年度も増加傾向ということで理解いたしました。 

 先ほども議論に出たように、到着までの時間短縮、また現場は常に御尽力いただいていると

思いますが、病院等と協力しながら、引き続き短縮に努めていただけたらというふうに思いま

す。 

 以上で、質問を終わらせていただきます。 
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 引き続き、千葉市民の安全・安心のためにお力をいただけたらというふうに思います。よろ

しくお願いします。ありがとうございます。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑等がなければ、以上で、消防局所管の審査を終わります。 

 消防局の方々は御退室願います。御苦労さまでした。 

［消防局退室］ 

 

○主査（小坂さとみ君） では、ここで休憩を取りたいと思いますが、休憩時間は何分といた

しましょうか。13時開始でも大丈夫ですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○主査（小坂さとみ君） では、再開は13時とさせていただきます。お疲れ様でした。 

 

午後０時10分休憩 

 

午後１時０分開議 

 

○主査（小坂さとみ君） 休憩前に引き続き分科会を開きます。 

 

病院局所管審査 

○主査（小坂さとみ君） 病院局所管の審査を行います。 

 当局の方に申し上げます。説明に当たっては、初めに、昨年の予算・決算審査特別委員会に

おける指摘要望事項に対する措置状況について御報告いただき、続いて、令和６年度当初予算

議案について御説明願います。また、時間の都合上、指摘要望事項の読み上げは省略して結構

です。 

 それでは、審査に入りますが、委員の皆様は、サイドブックスのしおり５番をお開きくださ

い。よろしいでしょうか。 

 当局の説明をお願いいたします。 

 それでは、説明をお願いいたします。病院局次長。 

○病院局次長 では、座って説明させていただきます。 

 まず、指摘要望事項に対する措置状況等報告書23ページをお願いいたします。 

 昨年の決算審査特別委員会での指摘要望事項に対する措置状況について御報告します。 

 救急医療体制の強化についてですが、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、令和４年度、

千葉・市原医療圏の医療機関、市医師会、保健所、消防、行政機関を参加メンバーとする意見

交換会を開催し、現状や搬送困難事例等の課題の共有を行うなど、連携を深める取組を開始い

たしました。引き続き、救急医療体制の現状や課題の把握に努め、千葉医療圏内の医療機関を

はじめ、市医師会や千葉県、近隣市などと連携を図っていくことにより、応需率の向上に努め

てまいります。 

 今後、医師の高齢化や働き方改革への対応により、医療スタッフの確保がさらに厳しくなる

ことが見込まれており、特に24時以降の深夜帯においては、医師の確保や医療の質を十分に確
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保することが大きな課題となっております。引き続き、救急常勤医の確保を図るため、千葉大

学医学部附属病院に対し、常勤医の供給について粘り強く要請してまいります。 

 なお、海浜病院では、令和５年度から救急科専門研修の基幹施設として指定を受け、病院独

自に人材の育成が可能となったことから、救急専門医の養成を図り、青葉病院との連携も含め

た救急医療体制の強化に努めてまいります。 

 また、看護師、薬剤師等の職員についても、昨年度から看護師の採用数を大幅に拡充するな

ど、確保に努めているところです。 

 このほか、救急医療体制の維持、さらなる充実を図るため、令和６年度から救急診療手当を

新設するとともに、夜間特殊業務手当を新設、拡充いたします。 

 措置状況の報告は、以上でございます。 

 次に、令和６年度局別当初予算（案）の概要の28ページをお願いいたします。 

 病院局当初予算案について御説明いたします。 

 １の基本的な考え方、２の予算額の概要につきましては、予算審査特別委員会の総括説明に

おいて、病院事業管理者から御説明いたしましたので省略させていただき、私からは、３の重

点事務事業について御説明いたします。 

 まず、（１）の医療機器購入５億6,880万円と、（２）の設備等改修510万円ですが、医療の

質の維持向上のため、計画的な市立病院の医療機器の購入及び設備などの改修を行うもので、

青葉病院の超電導磁石式全身用ＭＲ装置や、海浜病院の超音波画像診断装置などの医療機器の

購入や、青葉病院の外来待合の空調改善などを予定しております。 

 （３）の新病院整備102億4,500万円ですが、引き続き海浜病院に代わる新病院の造成工事及

び建設工事などを行うとともに、情報ネットワーク構築に係る設計に着手するものでございま

す。 

 次に、別途お配りしております病院局の保健消防分科会説明資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 令和６年度当初予算案の概要を御説明いたします。 

 左のグラフは収益的収支の状況を、右のグラフは資本的収支の状況を表しており、いずれも

左側の半円が収入を、右側の半円が支出となっております。 

 まず、１の収益的収支の状況ですが、収入の主なものは、入院収益が134億1,800万円、外来

収益ほかが52億2,700万円、一般会計繰入金が40億8,500万円でございます。 

 また、両市立病院を合わせた病床利用率は、左上、枠内の合計75.2％を見込んでおります。 

 支出につきましては、職員の給与費のほか、薬品費などの材料費、委託料や光熱水費などの

経費、減価償却費などでございます。 

 資料中央の枠内の記載に職員数は、医師が161人、看護師が719人、薬剤師や診療放射線技師

など医療技術員が198人、会計年度任用職員が372人など、計1,544人でございます。 

 なお、グラフの費用の金額の下の括弧書きは、病院事業費用に対する割合を記載したもので

ございます。グラフの下のほうの白色の部分は、収入と支出の差引きで20億5,100万円の純損

失が生じるものでございます。 

 次に、２の資本的収支の状況ですが、収入の主なものは、建設改良企業債と一般会計繰入金

などでございます。支出の主なものは、病院建設費、企業債償還金でございます。 
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 収入の建設改良企業債は、病院建設費や病院整備費などの財源として借り入れるもので、一

般会計繰入金は、企業債償還金の財源として繰り入れるものでございます。 

 支出の内訳のうち、固定資産購入費は医療機器等の購入費で、企業債償還金はこれまで借り

入れた企業債に係る元金の償還金でございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございました。 

 それでは、これから御質疑等をお願いしたいと思います。 

 御質疑等ありましたら、挙手をお願いいたします。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） よろしくお願いいたします。 

一問一答で、質問は一つだけでございます。 

 今まで、それぞれ二つの海浜病院、青葉病院ともに、それぞれ地域の中核の病院として、採

算重視ではなく、地域の市民の命を最優先という治療で、民間がもうからないからというふう

にちょっとよけていたような治療科目なども献身的に御尽力をいただいて、多くの市民の方が

救っていただいてきたと思います。 

 そんな中で、今、こちらを拝見しましたが、ざっと収益的収支では20億が支出のほうが上回

っておられて、資本的収支のほうは、これはちょっと特殊ですけれども、やはり支出としての

ほうが計上とされては予算の上では上回っているという状況の中で、今後、両病院ともに、海

浜病院は新病院として生まれ変わられて、令和８年秋に開業予定というふうに伺っております

が、青葉病院それぞれにおいて、増収につながるような新たな取組の御予定、見込みなどがあ

ったら教えていただこうと思います。質問は、この１点です。よろしくお願いします。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 青葉病院におきましては、令和４年４月１日から成人精神科病棟の休止等、診療の縮小によ

り医業収入が減少しておりましたが、常勤医師確保のめどが立ちましたので、令和６年４月１

日より病棟の再開及び初診患者の外来診療を再開を予定をしております。また、これまでも実

施しておりましたが、開業医の訪問を引き続き継続するなど、紹介患者の増加を目指していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室、渡辺です。 

 新病院におきましては、高齢者医療や救急医療、がん診療の体制を強化することとしており

まして、医療機能の強化に伴い、手術室を５室から９室へ増やすことにより、手術件数や、が

ん治療の増加等が見込まれております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 山本です。 

 青葉病院については、今、事務長からお話がありましたとおり、精神科のベッドを開いてそ

こからの増収と、あと皮膚科、耳鼻科等の市内で入院のニーズのある科の医師を増員して、そ

この入院患者を増やすというような施策を取っていく予定です。 
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 しかし、青葉病院の入院収益の65％は内科からでありまして、内科の患者さんは、コロナの

直前までは病床稼働率が85％と、ぎりぎり経常収支でプラマイゼロぐらいには行きましたけれ

ども、コロナ後、昨年は受療動向が変わりまして、今の病床稼働率80％程度にしか伸びていま

せん。これがこの先伸びなければ、非常に経営は厳しいと思います。毎年開業医さんのところ

は150件から200件、直接院長が訪問をしていますし、今後どのような施策を取ったらいいのか

は、また検討していかなくてはいけないと思います。 

 海浜については、今年度、脳外科を新設稼働して病院患者を増やして、稼働率も昨年度より

３％程度上がっていますし、収益のほうも恐らく少しだけプラスになる予定で、来年度も脳外

科の増員、あるいは整形外科の増員等で、これからまだ患者さんが増える余地があります。 

 ただ、それも２年先まででして、新病院になりますと、呼吸器外科、脳外科等も整備する予

定で、科はそろってすごく立派な病院になるんですけれども、昨今の建築費の高騰のため100

億円も予算よりも高い建築費を抱えてしまったおかげで、減価償却費がかねてよりも10億とか

増えますので、それを返せるほどの収益の増加は見込めません。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 詳しい見込みのお話をありがとうございます、分かりやすく御解説を

いただきまして。現在の海浜病院、青葉病院の御状況と、新病院のことについてお聞かせをい

ただきました。今おっしゃるように建設材料費の高騰ということで、減価償却でもう間に合わ

ない。それは、医療行為の純利益で賄えるようなものでもないというお話は、私にも理解を少

しさせていただくことができました。 

 そんな中ではありますが、公立病院としてやはり期待されているというところは、私などが

申すまでもなく、やはり民間がもうからないからやらないというようなところを逆に、市民の

ために、ひいては千葉県全体のために、かなり献身的に、もうからないけれども人命に関わる

救急の部分に力を入れていただいたり、先進技術を取り入れたり、先進機器を取り入れるため

に高い機器、機材なども導入をしていただいてというのは、見学、視察をさせていただいた冬

にもかなり圧巻なものがありまして、学びは多かったです。今後もどうか青葉病院においては、

もうここからは、すみません。私なりの所感というところですが、利益を追うということも大

切かとは思いますけれども、やはり公立病院として、市民の方が健康を委ねている、核である

病院で位置づけていただきたいという思いでございます。 

 青葉病院におかれましては、血液内科ですとか、あと救急医療の強化をされ、がん診療の強

化もされ、先進医療にも取り組んでおられて、成人精神医療のほうも、もう復活をされてとい

うふうに伺っております。 

 海浜病院のほうは、ＮＩＣＵが増床をされて、小児医療、周産期医療、そのほか救急も引き

続き尽力をされて、新たには脳外科も３％アップされたというふうに伺っております。整形の

ほうも御尽力をいただいていると伺いましたので、それぞれの強みを生かされつつ、少しでも

何かのときに収益、民間のように利益重視だとちょっと市民の代表として、我々としてはちょ

っと困ってしまう部分があるんですけれども、とはいえ、もし見比べていただいて、コストが

抑えられる、同じ効果でコストが抑えられるということがあるんであれば、そのときの御判断

のときに、一番ベストな解を引き出していただくしかないのかなと考えております。 

 シンプルな所感で失礼いたしました。丁寧な御解説ありがとうございました。御教示感謝い
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たします。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 その他、御質疑等ありますでしょうか。野島委員。 

○委員（野島友介君） すみません、１点だけですけれども、一問一答でお願いいたします。 

 人材についてなんですけれども、看護師の採用数を大幅に拡幅して確保に努めているという

ことですけれども、なかなかやはり人が集まらない状況ではないかと思いますけれども、そん

な中でちょっと私が気になっているのは、各病院、介護福祉士がやはり足りないというような

お話をよく聞きまして、看護師が介護福祉士の仕事をサポートするような形で、逆にそっちに

人手が取られているというようなお話も聞きますけれども、現在の介護福祉士の配置状況を何

かちょっとお示しいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 介護福祉士の配置状況ですけれども、令和６年１月１日現在で、青葉病院においては、正規

職員６人、会計年度任用職員３人の計９人を配置しております。また、海浜病院においては、

正規職員３人、会計年度任用職員５人の計８人を配置しております。 

 なお、介護福祉士配置のほか、看護職員の負担軽減のため、食事や排せつの援助等を行う看

護補助員を青葉病院では40人程度、海浜病院では35人程度配置をしております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。看護補助員はなかなか人数がいるということ

ですけれども、そもそも介護福祉士と看護補助員の仕事の違いというか、そういうのは何か、

すみ分けはどのようになっているのかとかが分かれば、ちょっとお示しいただきたいんですけ

れども、仕事の内容を。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 仕事の内容としましては、介護福祉士は、いわゆる介護の業務でございます。看護補助員の

ほうにつきましては、食事の世話とか、おむつの交換、シーツの交換、そういう身の回りの

細々としたお世話をやっていただいておる状況です。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。看護補助員が患者をサポートする。食事の提

供だったりとか、回復がしやすいような環境を整えて、早く退院できるようにサポートすると

いうことですけれども、対しまして介護福祉士は、看護補助員に加えて、さらに退院後の生活

も支援するためのサポートが提供できると思います。 

 心身ともに自分らしく、生き生きとした生活が退院後も送れるようにというのが、介護福祉

士を取った方の目的というのもあるかと思います。看護補助員も介護福祉士も身の回りのお世

話することに変わりありませんけれども、介護福祉士は、やはり国家資格を持っておりますの

で、入院患者の個別に沿ったケア、サポートするような技術も持っているというふうに私は思
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っております。 

 本当に退院支援、看護師を含めてリハビリ職員が中心になって行っていますけれども、夜勤

などはやはり介護福祉士も行っていますので、朝起きたときの身体の状態とかそういうのは、

もう一番よく知っているのが介護福祉士だと思うんですよね。 

 ですので、介護福祉士の今後、配置をどう増やしていくかというのも、やはり病院の一つの

考え方としてあるかと思うんですけれども、そちらのほうはどうでしょうか。見解のほうをお

伺いしたいです。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 議員のおっしゃるとおり、入院患者のケアの向上のために、介護福祉士の配置というのは必

要だということだと思いますけれども、一応両病院とも今のところ急性期病院という形で、比

較的入院して初期の診療をするという病院として位置づけておりまして、どちらかというと介

護福祉士の配置となりますと、その後の回復期ですとか、そういったときにさらに充実してい

く必要があるのかと考えておりまして、急性期病院におきましても、議員おっしゃるとおり介

護ケアの向上は必要だと思いますけれども、それにつきましては、今後、病院の機能の在り方

も含めて検討していく必要がある考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。そもそも介護福祉士と看護補助員が違うもの

だということをもう少し地位向上じゃないですけれども、ために発信していけたらなというふ

うに思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） その他、御質疑等ございますか。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） では、一問一答でお願いをしたいと思います。 

 初めに、病院事業会計の部分でちょっと総体的に伺いたいんですが、いわゆる累積欠損金で

すか、これは。直近の３年の推移と、令和５年度の見通しがどうなっているのかということで

すね。 

 先ほどもちょっとありましたけれども、やはり収益の増加に具体的にどのように取り組む方

向性なのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 累積欠損金ですが、決算ベースで申し上げますと、令和２年度が74億円、令和３年度は47億

円、令和４年度が31億円です。令和５年度につきましては、昨年度の予算では50億円程度を見

込んでおりましたが、現在の決算見込みの状況ですと、ちょっと今厳密には、明確にはちょっ

と申し上げられませんが、数億円程度ぐらい増えるのかなと考えておりますので、多くて40億

円ぐらいちょっと認識をしております。 

 今後、まだ決算がちょっと出ていませんので、その辺は、改めて決算で御報告させていただ

きます。 

 その後、収益の増加につきましてですが、前方連携としての開業医訪問、あるいは症状が安
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定した方の転院先の確保としての後方連携医療機関への訪問、あるいは連携医療機関と意見交

換、あるいは医師向け、市民向けの講座等を開催するなどで、二つの病院の認知度を上げる取

組を継続して行っておりますので、これらを通じて新規患者の確保に引き続き努めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 収益的の収入のこれは、今回の資料だとそれこそ比較して4.5％増と

いうことで出ているわけなんですが、この主な増としている要因ですか、その辺についてと、

収益的支出が5.5％増となっている。これについてもどういう要因なのか、ちょっと御説明い

ただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課です。 

 収益的収入の増につきましては、海浜病院における診療体制の充実、青葉病院における成人

精神病棟の再開、あるいは血液内科の収益の増を見込んだものとなっております。 

 また、収益的支出の増につきましては、給与改定などによる給与費の増のほか、材料費の増

などを見込んでおります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 精神病棟の再開だとかがありますけれども、具体的に、営業収益がい

い診療科目というのは、上位三つが何かということと、下位三つは何かというのをちょっとお

聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 今ちょっと手元に資料がございませんが、収益の割合としては、青葉病院、海浜病院とも内

科の割合が最大となっております。そのほか、青葉病院の特徴としては、整形外科の収益の割

合が高いとなっております。海浜病院につきましては、内科の次は小児科、新生児科の周産期

医療分野のほうが多いという、ほかの病院との違い、特徴としてはそうなります。 

 割合として低いところでありますと、やはり海浜病院ですと整形外科等が低いものになりま

す。すみません。ちょっと手元に資料がなくて申し訳ございませんでした。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） じゃ、ちょっと後で資料を精査してもらって、御提供いただきたいと

思います。 

 もう一つ、支出の増で5.5％か何かで、給与費の増ということで書いてあるんですけれども、

先ほど答弁があったんですけれども、青葉と海浜の給与費の状況がどうなっているのか、その

格差というのはどうなっているのか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 予算ベースで申し上げますと、青葉病院につきましては、対前年比で３億円の増、海浜病院

に関しては、対前年比５億8,000万円の増となっております。 
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 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） だから、青葉と海浜の上がっている額の格差があると思うんですけれ

ども、どういう理由でそうなっているのかというのをちょっと御説明いただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 やはり青葉病院と海浜の増の理由につきましては、海浜病院、新病院に向けてということも

ありますが、人員増が大きくなっているというふうに見込んでおります。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ちょっと医師の部分をまた改めて確認したいと思いますが、一つ、今

市民の皆さんから御不安な部分があるのは、やはりコロナの、これは変わって通常に戻ってい

くという今局面の中ですけれども、両病院の今の対応状況ですか、入院の患者の状況、あるい

は課題、また今後、国からの公的支援という補助金も含めてなくなるという局面の中で、収益

への影響ってどのようになっていくのか、ちょっとその辺についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課でございます。 

 青葉病院におきましては、直近においても10人から15人の入院患者を受け入れている状況で

す。病床確保に係る補助金が見込めない中、病床稼働率の維持向上が課題であると考えており

ます。 

 海浜病院につきましては、感染が拡大した場合に、県の要請に基づいて病床を確保し、患者

を受け入れる体制を取っております。課題につきましては、職員が感染し出勤停止となった場

合に、限られた人員でいかに病院運営を継続していくかということが引き続きの課題と考えて

おります。経営状況、収益の状況なんですが、新型コロナウイルス感染症関連の補助金の廃止

により、収益面では厳しい状況になるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ちょっと市民の皆さんからは、例えば、地域で発熱外来で行って、な

かなかうまくいかずに海浜病院を案内されたなんていう話も聞いていまして、いずれにしまし

ても発熱外来だとか、そういうコロナに関わる疾患の受入れという医療的なニーズ、引き続き

政策医療として機能を果たす必要があるんだろうと思いますが、その辺の今後の対応について

と、あとは患者負担が、要するに今までの公的負担がなくなることで、かなり負担が増えると

聞いているんですが、その辺の動向についてはどういう形になりそうですかね。ちょっとお聞

かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 青葉病院におきましては、今後もほかの医療機関との連携、役割分担の下、重症、中等症の

感染患者入院を受け入れる体制を継続していきたいと考えております。 

 海浜病院におきましても青葉病院と同様に、県の要請に基づいて、発熱外来や入院受入れを

継続していきたいと考えております。 
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 患者負担に関しましては、診療報酬の体系が変わり、それに応じて患者様にも自己負担の相

応の必要が生じるというふうに考えておりますので、こちらについては診療報酬の制度に基づ

いて対応していくしかないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 何か入院費だとか、お薬がかなり、今まではある程度公費で負担して

もらっていた部分がなくなるという中で、市民の皆さんの負担がばっと増えるという局面、ち

ょっとその辺が心配しているところでありまして、なかなか行政でできる範疇ではないとは思

いますが、ちょっとその辺、目配せしていただきたいなと思います。 

 続いて、医師、看護師の確保について、これは代表質疑でちょっと私伺って、新病院の要は

高齢者医療を拡充をしていこうという、呼吸器科だとか整形だとか、あるいは肺がんだとかの

がんの治療の集学的な治療の充実をなんていうことで代表で答弁されていましたが、この辺の

一連の診療科を含めて、現状の医師数から何人程度拡充していく見通しになるのか、その辺に

ついてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 医師確保につきましては、まず、海浜病院の常勤の医師数については、令和５年４月１日現

在で76人であり、新病院の開院時の医師数については、診療科ごとの具体的な人数等はまだ確

定しておりませんが、今議会で提案させていただいている職員定数条例の一部改正において増

員となる医師数は、青葉、海浜合わせて25人程度となり、そのうち海浜病院としては17人程度

を想定しております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 両病院で、じゃ25人増えるということでありました。ちょっともう一

回、代表質疑で医師の働き方改革のいわゆる時間外勤務の年間平均を伺ったところ、青葉だと

医師が590時間ですか、海浜だと医師が400時間だと。驚いたのは、青葉病院の最長が1,351時

間という話がありました。 

 最長はどの診療科になるのかということと、両病院含めてなんですが、時間外勤務が多い診

療科、上位三つと下位三つの診療科についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 青葉病院におけます時間外勤務の最長時間1,351時間の診療科ですけれども、血液内科とい

うふうになっております。 

 両病院を含めました時間外勤務が多い診療科ですが、第１位が年間平均1,021時間で青葉病

院の血液内科で、第２位が988時間で青葉病院の脳神経内科、第３位が902時間で青葉病院の病

理科というふうになっており、時間外勤務が少ない診療科ですが、第１位が平均５時間の青葉

病院の眼科、第２位が17時間の海浜病院の形成外科、第３位が22時間の海浜病院の整形外科と

いうふうになっております。 

 以上です。 
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○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 今聞いて、かなり診療科によって格差というか、時間の大きい少ない

というのはかなり格差があるのかなという気がしていまして、青葉の血液内科、あるいは脳神

経内科を含めて、先ほどもいただいた25人の拡充という部分では、これはちゃんと手当をされ

るということでよろしいんでしょうか。それについてはいかがですか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 なかなか時間外が多い理由としましては、やはり業務量が多いということと、職員数という

ことがあろうかと思います。職員数を増やすということも課題ではあると思うんですけれども、

今回青葉病院につきましては、基本的に人数で言いますと海浜病院を引いた８人ということに

なるんですが、特に働き方改革のために医師を増やすというような対応をメインで考えている

ものではありません。 

 時間外の縮減につきましては、やはり業務の効率化、あとは医師の確保というのがやはり困

難なので、他職種へのタスクシフト、業務分担ですとか、そういったことを検討することによ

りまして、時間外の縮減に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 医師の確保という点でいうと、非常にいろいろ課題があるというのは、

これまで私も質疑させてもらって大変な局面があるなと。そういう意味で考えますと、例えば、

両病院の医師の千葉大出身の割合とそれ以外の割合というのはどうなっているのかということ

と、千葉大以外の医師の確保に向けたアプローチみたいなというのはどういう感じなのか、そ

の辺についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 令和６年３月現在ですけれども、千葉大医局出身の医師につきまして、青葉病院では100％

で、海浜病院ではおよそ58％となっております。 

 千葉大の医師ですけれども、正規職員以外にも非常勤の派遣を受けているということも多ご

ざいまして、千葉大以外の医師の確保につきましては、各診療科の状況に応じまして、また、

中長期的な観点から、慎重に対応していく必要があるというふうには考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 青葉病院は、100％だということでありました。海浜だと、ごめんな

さい、どこから確保されているということになっているんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 海浜病院、吉岡です。 

 当院の場合は、特に小児科は、東京女子医科大学、あと東京医科歯科大学等から、当院への

研修で行くドクターが多くいらっしゃいます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 特に今後の医師確保の面で申し上げますと、やはり救急需要の対応と
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いうのが非常に、これまでも議会で言っているけれども、なかなか思うようにいかないのかと

いう部分があるんですね。 

 先ほど来、消防局の質疑でも、我が市の救急搬送時間というのは、政令市ワーストになって

いると。そういう局面の中で、やはりここの対応というのは、どうしても改善が必要なのかな

という気がしております。 

 両病院の救急件数と、応需率の直近３年の推移について、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院医事室長。 

○青葉病院医事室長 青葉病院医事室でございます。 

 まず、青葉病院におけます救急搬送の受入れ件数、１か月当たりでございますけれども、令

和５年度、これは１月末までのデータとなりますけれども378件、令和４年度が364件、令和３

年度が327件でございます。 

 次に、救急の応需率でございますけれども、令和５年度１月末までですけれども36.2％、令

和４年度が35.8％、令和３年度が43.1％でございます。 

 各年度とも、救急の受入れ件数自体は同水準で推移しているところでございますけれども、

救急の要請件数の増加によりまして、応需率が低下してきているものというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院医事室です。 

 海浜病院の状況について説明いたします。 

 救急搬送実績、同じく１か月当たりですけれども、令和３年度が364件、令和４年度が468件、

令和５年度が１月までですが563件となっております。 

 また、応需率ですが、令和３年度が62.9％、令和４年度が53.1％、令和５年度が１月まで

56.0％で推移しております。 

 搬送受入れ件数につきましては増加しておりますが、青葉と同様に救急隊からの要請が増え

ているために、応需率が低下しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 山本です。 

 まず、応需率のことを論じるときに、誰が救急を受けているかということですけれども、日

中は、海浜病院は救急医、青葉病院の場合は救急医がいる日は救急医ですけれども、いつもい

ないので、その場合は主に内科系の当番の医師が病棟の業務の合間に受けています。 

 夜は、両方とも救急医がいる日は救急医が受けていますが、両方とも常勤の救急医の数が足

りないために、その場合はその他の科の泊まっている医師が受けています。ただその場合は、

当直という形、宿直という形になっていますので、救急車を受けた時間は超過勤務になります。 

 また後でも出てくるかもしれませんけれども、青葉病院ですと、いわゆる80時間を超えてい

る医師が毎月５人程度、70時間から80時間の医師が10人程度、つまり15人ぐらいの医師がもう

超過予備軍になっていまして、夜間に無理に救急車を受け入れることは、働き方改革に逆行す

るという非常にジレンマがあるわけです。 
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 これは、もともと千葉市、あるいは千葉医療圏が、日本全国の中でも非常に特殊な位置にあ

ると。なぜかというと、千葉市ほどの政令指定都市で、ほかの日本の都市は、ほとんどが国立

病院、県立中央病院、済生会病院、日赤病院等の四、五百床以上の救急部が独立して救急医を

たくさん有している病院から成っています。 

 しかるに千葉市は、500床を超える病院は千葉大学病院、それも特定機能病院ですので、病

院の中でなかなか連携がうまくいかず、救急部は頑張っていますけれども、救急部を有してい

る二十数床のベッドがいっぱいになると、もう救急は取れません。それ以外の六つの病院は、

全て400床以下の病院で、救急部があっても１人から４人ぐらいしかいませんので、夜を救急

医だけで賄うことは不可能なんですね。 

 ですから、現場滞在時間が長いのも、救急搬送件数、困難エリアが多いのも、全て構造的な

問題で、それぞれの病院に何かしろと言っても無理な話だというふうに考えています。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 事情的な部分は、今のお話の中で課題があるんだなというのは改めて、

全体的な構造の部分は当然御議論が必要なんでしょうけれども、青葉として救急医の確保につ

いては、一定の御努力がこれまでも確保に向けて取り組んでいるということで何度も答弁して

きていましたけれども、やはり今回の予算の措置の状況の中で、救急医の要するに時間外のあ

あいう部分の手当だとか、またやはり処遇改善みたいな手だてをもう少しこれは取っていく必

要があるのではないか。 

 また、先ほど来ありました海浜のほうでは、別の病院からの、これはなかなかナーバスな話

なのかもしれませんが、そういう形での確保なんていうのも努力が必要なのではないかと思い

ますが、その辺についていかがですか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 青葉病院では、従来常勤医が、救急医が３人おりまして、２人辞めて１人

になった時点で当然大学の医局に派遣を要請しましたが、もともと救急医というのは、救命救

急センターでドクターヘリに乗るような医療をしたい医者がなっている。しかるに、海浜病院

とか青葉病院で取っているような高齢者の２次救急中心の救急は、あまり専門的にやりたくな

いわけです。 

 そこで、本人の意思で就職をしてくれる人がいないと。今は大学も、教授がおまえあっちに

行けと言うような時代ではありませんので、そういう命令ができないわけです。ですから、御

本人が青葉病院に来たいということであれば来ますけれども、そうでない限りは、人は増えな

い。 

 そのために、パートの先生を当然雇っているわけですけれども、３人が１人になったときに

大学のパートの担当医と交渉して、ほとんど言い値で雇っています、給料を。そこを増やせば

増やすほど、逆に病院の赤字は増えます。そこのはざまを、じゃどうすればいいのかというの

は、議員の皆さんに考えていただきたい。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 言い値でという話がありましたので、その中での、もちろんその医師

が最終的に選んでいく。そして、知見だとか経験を含めて、やはり非常に救急というのは、大

変な職務だというふうに思っています。だから、そこに対する手だてという部分を、やはり今
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回そういう一定の処遇の部分でやっていただくという部分では、前進だというふうに理解して

いますし、あらゆる手だてを考えていただく必要があるんだろうというふうには思います。 

 その点では、我々としてもこの処遇の部分、そこに対する給与の措置という部分は、応援す

る立場で、しっかり頑張っていただきたいという立場ではありますので、引き続きちょっと御

努力をお願いをしたいと思います。 

 もう１点は、看護師なんですけれども、昨日ＮＨＫの報道で、労働組合の中で８割が職場を

辞めたいって言われているなんて報道がありまして、何か１年間で鬱になったような方という

のが３割いるという回答がありました。 

 我が市の両公立病院における、いわゆるそういう看護師が鬱になるような、離職しているだ

とか休職している、そんなような状況というのは把握しているのか、あるのか、どういう状況

なのか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 退職者につきまして、今年度につきまして36人程度の退職を見込んでおります。退職理由と

いうのを確認させていただいています。その中でも、やはり従来から何か結婚とか、育児とか、

転勤とか、そういったものが割合として多かったんですけれども、ここ本当に数年、本人の健

康問題ということが増えてきております。 

 その多くがメンタルだということは、千葉市においても同様の状況だというふうに見込んで

おりまして、やはりその対策としては、メンタル相談みたいなものの派遣カウンセリングとか、

そういったものをできるだけ充実していこうというような対応はしております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 青葉病院でも、新入の看護師さんが初年度に、あるいは２年目ぐらいまで

に辞める方が１人か２人います。それは看護部でもう当然把握していまして、辞めそうになる

前からカウンセリングとか相談には乗っていますし、私が院長で毎週２回病棟を全部回ってい

るときも、看護部長が、院長、あの人辞めそうだから声かけてといって、どう、元気って言っ

ています。 

 しかし、もともと急性期病院に向かない看護師も就職しているんです。それは、看護師さん

の供給元である青葉看護専門学校等にもお話をして、なるべくもともとお話をして、御本人の

向き不向きがあるので、向いた方を青葉病院に送ってくださいというお話はしていますが、今

は、親が言ったから看護師になるというような方もいらっしゃいまして、なかなかゼロ人には

ならないのが現実です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 特性というのはもちろん人それぞれでしょうけれども、コロナがあり

まして、やはりあのとき大変な思いをされてというのがあったのかなというのも何か懸案とし

てありまして、だから、メンタルのこういういろいろな取組をやっていただいているというこ

とでございますので、いずれにしましても人材確保に向けた強化というのは、これは当然、と

にかく労働のあれを見ても、忙しかった、休めないだとか、もうその手のやはり回答になって

いるわけですよね。 
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 だから、人手不足という部分での対応では、やはり人材確保に向けた取組強化が必要だと思

いますが、その辺についてはいかがですか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 人材確保については、当然不足するということがないように、配置基準等ありますが、それ

にも上乗せするような多めの採用というのを心がけております。年度途中の退職というのも当

然ありますので、それにつきましても、会計年度任用職員を補充するですとか、採用の前倒し

ですとか、できる限り、現場の負担のないような採用を心がけていくということに努めていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） じゃ、ちょっと次にいきます。 

 夜間の救急の部分で、海浜の夜間応急診療なんですが、直近３年間における利用者数と、６

区のちょっと利用動向はどうなっているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 夜間応急診療のまず、利用者数ですけれども、令和３年度が9,666人、

令和４年度は１万1,469人、令和５年度は12月までですけれども１万1,190人で、新型コロナウ

イルス感染症の影響で令和２年度に大幅に減少したんですが、そのときから比べますと緩やか

に増加しているという状況になっております。 

 続きまして、６区の利用動向につきましてですが、居住地の割合で申し上げますと、美浜区

が20％台で最も多くなっております。次いで中央区、花見川区、稲毛区、この３区が20％弱で、

その次は若葉区が10％台前半、そして緑区がおおむね10％前後というふうになっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 非常に重要な体制だというふうに思っていますので、当然やはり新病

院でもあれになっていただきたいと思いますが、新病院における体制については、今の体制が

そのまま維持されて充実されていくのか。 

 その点が１点と、あと先日、緑区からやはり応急診療を利用して、土気なんかで車で行くと

１時間ぐらいかかるというお話で、子供さんが大変な状況で心配な中、この距離感というのは、

地理的な面ではなかなか課題があるなと。 

 だから、青葉病院における開設というのは検討ができないのかについて、ちょっとお聞かせ

いただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課でございます。 

 新病院につきましては、引き続き、医師会等の協力を得ながら現在の体制を維持することと

しております。 

 また、緑区等の青葉病院における開設も必要と考えるかどうかという御質問につきましては、

夜間応急診療につきましては初期診療として、青葉病院などの高度の救急を担う２次医療機関

と役割分担をしながら、医師会の協力により成り立って行われております。 
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 現状でも医師の確保は困難ということに加え、２か所は現実的には難しいのかと認識をして

おります。限られた医療資源で真に必要な方に救急医療を提供することが市立病院の重要な使

命であることを考慮すると、新たな体制を整備することは、困難と認識をしております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 新病院においては、協力を得ながら体制を維持するということであり

ますので、しっかり担っていただきたいなというふうに思っています。ちょっと新たにという

のは、なかなかハードルの高い話なのかなということが分かりましたが、なかなかちょっと公

立病院の立地の面で改めて確認したいんですが、救急医療にかかれる医療機関というのが中央

区に集中をしているわけでありまして、だから、各区の救急でかかれる医療機関の現状につい

てと、青葉病院のやはり医業収益を上げていくという上でも、中央区での課題というのがある

んだろうと思いますが、その辺についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 令和５年１月から12月の１年間における2,000件以上の市内救急搬送を受け入れた医療機関

は、中央区には四つ、若葉区には二つ、美浜区には一つございます。青葉病院の周辺には、多

くの医療機関があるため、青葉病院の収益を安定的に確保するためには、他の医療機関との役

割分担、差別化を図り、特色ある医療を展開していく必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 今、答弁だと中央区が４ですか、若葉区は２、美浜区は１と、ある意

味、各区で状況がやはり違うなという点は踏まえなければいけないなというふうに思っていま

す。 

 私は緑区なものですから、一部報道で帝京大学の総合医療センターがちはら台キャンパスに

移転するとなると、今後仮にちはら台にこういう大きい総合病院ができるってなったときの我

が両病院の影響ってどうなってくる見通しなのか。仮に今後の救急なんかで、今も市原の病院

に結構緑区民が行っていますけれども、その辺の連携体制というのはしっかり図っていかなけ

ればいけないんだろうと思いますが、その辺の考え方についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 帝京大学ちば総合医療センターの移転による両病院の影響は、ちょっと予測し難いところで

ございますが、同センターとの連携、役割分担も含めて、周辺医療機関の動向や患者の動向を

注視してまいります。 

 また、緑区に近接した市原市の救急病院でも、現状一定程度、緑区の方も含めて市内の救急

患者を受け入れていることを認識しておりますので、引き続きその面でも、今後、連携があり

得るのかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） まだちょっと先の話になろうかとは思いますので、情報はまた注視を
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していただいて、やはり連携を図っていただく必要があるんだろうということだと思います。 

 他方で、先ほど私、消防局で質疑をさせていただいて改めて感じまして、救急の搬送の部分

で平均時間は大体56分だと。それを各区で見ますと、例えば、中央区だと平均53分だと。さっ

き言ったとおり四つ救急があって、アクセスしやすいという局面がある。他方、緑区は62分、

10分ぐらいの格差があるわけすね。 

 ですから、これはやはり今後の公立病院の立地の在り方という点で、こういう部分はしっか

り考えていく必要があるのではないかと思っていまして、先ほども、消防はどうしても行く時

間という部分と、医療機関が決まらないという中で搬送時間が延びてしまうという課題が当然

あると。 

 ですから、救急の両局、タイアップしながら取組は当然必要なんですけれども、私は、やは

り救急医療の需要をしっかり、例えば、緑区でいえば県のこども病院だとかがありますし、あ

あいう鎌取周辺など、こういう部分に例えば、公立病院の立地の在り方なんかを検討していく

必要があるのではないかなと思うんですが、その見解についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営管理課、西野です。 

 新たな公立病院の整備につきましては、人口が減少していく、また少子高齢社会が進展する

中で、医療機関相互の連携や役割分担、将来的な医療需要などが不透明な部分があります。ま

た、医師の確保についても、かなり難しい部分があると思います。 

 このような視点をちょっと長期的に持った上で、市民の皆様が必要とする医療提供体制を確

保するという観点から、検討していく必要があると認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 現在の青葉病院の受診者数は、中央区が一番多くて、次が緑区、若葉区の

順なので、例えば、青葉病院が緑区に移転したとすると、中央区の患者さんは、ほとんどがほ

かの病院に流れると思います。その代わり、緑区の患者さんは増える。そのときに経営的に収

支が取れるような病院になるかどうか。 

 あとは、委員はこども病院っておっしゃいましたけれども、こども病院は、鎌取駅から歩い

ていくのは結構厳しいです。ですから、鎌取駅前のイオンに病院ができればいいかもしれませ

んが、例えば、千葉メディカルセンターと蘇我駅との関係と同じような、そのくらいアクセス

がいいところにないと、病院としては成り立っていかない可能性が高いと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員に申し上げます。残り時間７分少しとなっております。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。おっしゃるとおり立地の部分は、具体的に云々かんぬ

んってあるんでしょうけれども、確かに場所で、あそこのアクセスがどうかというのは当然あ

るんでしょうけれども、とにかく私ども、やはり救急の需要のある意味全市を見たときのアン

バランスという面と、先ほど言われた構造的な課題だという部分での中で、もう少し我々も考

えていく必要があるのではないかな。 

 特に私は、地元でアンケートなんかを取りますと、もう一番多い要望がまさにそれでござい

まして、さっきの夜急診の話じゃないですけれども、１時間かけて行くという不安だとかを含

めて大変な、かつては６万人ぐらいでスタートしたのが我が緑区ですけれども、今や13万人に
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なろうかという話ですよ。だから、一般の行政レベルでいったら、普通に公立病院があるとい

う考え方になろうかと思います。 

 ただ、全区を見た上でのバランスという部分も当然おっしゃるとおり大事なので、ぜひぜひ、

私はこういう立場であるんで、まさに区民の願いを代表して強く申し上げたいんですけれども、

ぜひ救急、今後の千葉市全体の救急需要の強化という面で含めても、ぜひ考えていただきたい

ということを申し上げて、終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員から、診療の上位と下位の３点、その資料を御提供いただ

けますか。ほかの委員の皆さんは必要でしょうか……（発言する者あり）じゃ、皆さん全員に

お願いいたします。ありがとうございます。 

 では、伊藤委員、お願いいたします。 

○委員（伊藤康平君） じゃ、よろしくお願いいたします。一問一答でお願いいたします。 

 先ほど来、もう随分救急のことをやり取りされていまして、そのお話を伺いましたが、私の

ほうからは、最初と最後、その部分をちょっと触れさせてもらいますけれども、基本的なとこ

ろでお話を伺いたいというふうに思っております。 

 来年度の予算に関してということになってきますけれども、これも毎年同じように聞いてい

る部分ではあるんですが、医療機器の購入費っていつもボーンと出てきている。じゃ、購入費

５億6,880万って、あと要は設備改修費も5,100万円ってそれはいいんですけれども、何ですか

ということなんですよ。 

 要は昨年度は、青葉において全身用のＸ線ＣＴ撮影装置を入れて、注射薬自動払出し装置を

予算措置されているという御答弁をいただきました。だから、やはり以前も薬に係る費用がな

ぜ高いのかということとやはり関連していて、医療機器って高価なものであるということは当

然分かるんですけれども、じゃ、どこに何を幾らかけて整備するのかということを予算書にち

ゃんと書いていただかなかったら、言われるままにそうなんですねって流れていってしまうこ

とだと思うんですね。 

 だから、医療機械自体の装置の内容までとやかく言う、我々はそこまで知っているわけでは

ないですから。そこまで、みんなそこは当然皆さんにお任せするしかないわけですから、そこ

はちゃんと御説明していただかないと、この予算が本当にどうなのかという判断はできかねま

すので、いま一度、来年度はどのような医療機器を更新されるのか、しっかり分かりやすく御

説明していただけないでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 具体的に申しますと、予算が下りてきたときに、各課に必要な医療機器の

アンケートを取りまして、１位から４位ぐらいまで出していただきます。それぞれの課で、ど

のものが一番必要かということを院長、副院長、あとは管理課等で協議しまして、順番に買っ

ていくということなんですが、ＣＴとかＭＲとか血管造影室とかという億単位のものが必要な

ものは、ちょっとそれから除外して、先に買わせていただきます。もう耐用年数が決まってい

ますので、５年とか10年に一遍買い換えなくてはいけないというのは、もう計画的に分かるわ

けですね。 

 それ以外のものについては、ポンプとか、あとはベッドとか、年とともに古くなっていくも



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－54－ 

のを毎年全部入れ替えるわけにいきませんので、少しずつ買い換えているというのが実情です。 

 ただ、委員がおっしゃるとおり今までは、毎年一定の予算が下りてきて、それを病院の中で

割り振って使っていましたけれども、これほどやはり厳しい財政事情なので、来年度からは、

もう全額は無理だと思っています。 

 ですから、病院のほうで必要なものを出してもらって、必要なものは買っていただきますけ

れども、ある決まった額を同じ額だけ病院に割り振るというようなことは、しないようなつも

りです。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございました。おっしゃられていることは分かりますけれ

ども、それはそれで結構ですが、いずれにせよ、額面に対して何なのかというのは、やはりし

っかりとお示ししていただきたいなって思うんです。 

 要は例えば、コットンを買うとか、注射針を入れるとか、そんな細かいところを聞いている

のではなくて、やはり病院事業管理者がおっしゃるみたいに耐用年数が来て、必ず更新してい

かなければいけない億単位に関わるものというのは、やはり非常に財政的にも大きく影響して

くるものですから、そこはちゃんと報告して、こういう形でお金をかけていくんだということ

は、ぜひお知らせしていただきたいなということをお願いさせていただければというふうに思

います。 

 あともう一つは、先ほど来から話がちょっとありますけれども、関連して聞きますが、会計

年度の任用職員についてちょっと確認しますけれども、昨年度の御説明では、両病院ともおお

むね150人ぐらいの会計年度任用職員がいましたと。働いてもらっている内容とすると、事務

員や看護師といったコメディカルな様々なポジションで従事しておりますよということなんで

すが、これもちょっと先ほど来から関連してくるところになってきますが、こういった会計年

度任用職員の皆さんの確保をしていくということも、非常に重要なことではあるんだろうなと

いうふうに考えております。 

 そういった中で、何度も何度も言われて嫌かもしれませんけれども、いよいよ４月から医療

における働き方改革が本当にスタートしていく中で、そういった意味では、こういうサポート

してくれる会計年度任用職員の皆さんの位置づけというのも大事になってくるのではないかと

思っています。 

 そういった中で、結構150人って言えばすごい大きい人数なんですけれども、来年度以降も

どれぐらいの人数の方を確保されて、１年間ないしはそれ以上、仕事をされていこうというふ

うにお考えなのか、お示しいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 ちょっと海浜病院が先になってしまいますが、今年度、今時点で大体155人の会計年度任用

職員を雇用している状況でございまして、来年度におきましても、看護部のほう、先ほどの看

護補助員が足りない、あるいは介護福祉士が足りないという状況がございますことは認識して

おりまして、その辺の増員を考えているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 
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○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 青葉病院の令和６年１月１日現在ですと、会計年度任用職員、初期研修医なども含めますと

167人雇用しております。 

 来年度も同規模の水準を雇用していきたいというふうに考えておりますが、先ほど委員がお

っしゃられた医師の働き方改革に関しましては、例えば、医師事務作業補助者ですとか、医療

クラークですとか、そういった職員を確保したいというふうには考えておりますけれども、そ

ちらのほうも募集してもなかなか確保は難しいというところで、こちらも募集活動を強化して

いきまして、確保に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。働き方改革のことで言えば、いろいろ時間数

とか制限はたくさんやはりあるとは思うんですけれども、個人的に言えば、もう餅は餅屋に任

せろじゃないですけれども、その運営の体系については、本当に要は病院ごとがどうそれをや

っていくのかというところをしっかりと考えていただいて、それをまた御提示していただいて、

我々の中で御提供できるものがあるんであればしっかりと、それは切り離すわけじゃなくて、

一緒に考えていきながら進めていくべき課題なのではないかと思っておりますので、それ以上

とやかく言うつもりはないんですけれども、ただ１点、特に先ほども出ていた救急医療という

のは、やはり重要な問題でというかポイントであって、保健福祉も、そして消防局も、そして

病院局も、それはそれでそれぞれの立場の中で、今この救急医療というものをどう本当に確立

するというか、市民の命を守る安定的な医療機関というか、医療の形をつくっていけばいいの

かということに対して、すごく頭を悩められているなということを感じています。 

 先ほど千葉医療圏の話が少し出ましたけれども、千葉医療圏の中の総病床数というのが

8,122床あるというふうに聞いています。そのうちの救急患者が入院されることを想定される

急性期の病床というのが、令和４年度時点では約1,000ちょっとぐらいあるということで、そ

れを過剰とするのかどうなのかというのは、それはちょっと私の立場では判断できないですけ

れども、比較的多いのではないかというふうに言われている人もいらっしゃいます。 

 そういった中で、千葉市は、残念ながら政令市の中で救急車の受入れが悪いということで、

医療体系に問題があるのではないかとか、救急搬送の問題があるのではないかとか、いろいろ

なことが言われていますけれども、これは私が思うのは、結局それぞれの機関は努力はしてい

るんだけれども、最終的に１次、２次、３次医療機関、要は救急を受け入れていくことができ

るところの確保もそうなんでしょうけれども、要は救急を受け入れたい、受けていくよという、

例えば、急性期だけじゃなくて回復期や慢性期の病院とか、そこの病院を経営している先生た

ちがどう救急患者の受入れをしていくための経営をつくっていってくれるのかというところが

ないと、なかなか、やれやれって言ったところで、受入れ病院というのは増えていくこととい

うのが難しいのではないかと思っているんですけれども、病院を運営されている皆さんの目か

らは、どのように映るのか、感想でも構いませんので、お聞かせいただければありがたいなと

思います。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 まず、急性期病院、あるいは病床と、救急車を受け入れられる病院という
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のは、別というのがあります。というのも例えば、青葉病院でも、急性期病院ですけれども

300床台の病院で、救急医は１人しかいないので十分に救急車を受けられないと。これが例え

ば、500床規模の病院で、全科そろっていて救急部があって、それで救急医が例えば、10人ぐ

らいいるということになれば、毎日救急医が泊まって、ほとんど応需率は100に近いような数

字が出る可能性があります。 

 例えば、東京ベイ・浦安病院等は、300床台の病院ですけれども、年間8,000件ぐらいの救急

車を受けています。救急医が26人ですから、どこからそういった救急医をリクルートするかと

いうことが鍵になるので、海浜病院も青葉病院も、例えば、救急医が10人ないし15人ずつにな

れば、もっと救急車は受けられるようになるというふうに思います。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。多分その辺の考え方というのか、多分保健福祉は保健

福祉の課題認識があって、今病院事業管理者がおっしゃる当然要は救急医がいれば受けられま

すよというのは、それはごもっともなことなので、そこをどうすればいいのかという課題で、

消防は消防で、自分たちは何とか早く病院を探すためにいろいろなシステムを変えて、少しで

も時間短縮のために努力をしようとしているという。 

 だから、そこがうまくちゃんと施策的につながりを持って、この課題をどう乗り越えていく

のかということをつくっていかないと、ちょっと今の状態では、ずっと同じことを延々と議論

していく、そして最終的には、受け入れてくれない、何でなんだという、またそういう議論に

なってしまうので、もっとやはり献身的に、本当に今の課題をどうそれぞれの局が、埋まらな

くはないと思うんですよ、その溝を埋めていきながら、医師の確保、そして医療機関の確保、

そして救急体制の拡充というところをどう位置づけていくのかというところが大事になってく

るんだというふうに今思っておりますので、具体的には今お示しすることは私もできませんけ

れども、そこはしっかりとこれから考えていきながら、１日も早く、よき方向に結びつけてい

けるように、いろいろな各ほかの自治体の事例なんかも参考にしていきながら、また私も、皆

様に御提供できるものがありましたらしっかりと提言していきたいなと思っておりますので、

本当に大変な中、御足労をおかけしますけれども、引き続き病院医療、よろしくお願いを申し

上げまして、私からは終わりにしたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 その他、御質疑等ございますか。じゃ、川合委員。 

○委員（川合隆史君） ほかの委員の方からもいろいろな御質問、意見がありましたので、私

のほうからは一問一答で、意見を中心にちょっとお伝えできればと思います。 

 いろいろなお話を聞く中で、今回の病院局さんの大きなところというのは、新病院をこれか

らお金をかけてつくっていくんだということを千葉市として判断をして進んでいくというとこ

ろには、しっかりと準備をしていただかなければいけないなと。 

 先ほど管理者のほうからも、100億上積みになって、返済計画にしても、正直そんな簡単な

ことじゃないと。もう本当にそのとおりだと思いますし、実際には、これからこれだけのいわ

ゆる建設費が増大してあったり、機器費が増大する中で、非常に物価高騰も含めると、本当に

医療費の増収というのがどこまで国の制度で認めていくかというところも含めて、バランスが
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すごい今の現状が厳しい中で、本当に民間がこれから病院事業というのに参入しづらいような

マーケットになってくる中で、公がどのようにリーダーシップを取っていくかというところに

なることが、市民の最終的ないわゆる高次医療をどう支えていくかというところが、公として

しっかりと支えていかなければならないというところは、市長も含めてそういう判断をしたと

いうことですので、私たちもそこをしっかりと応援していかなければいけないなと思っており

ます。 

 実際には、こういう立場ですから、収益構造の改善だとかそういうことというのは、正直言

わなければいけない部分ではあるとは思うんですけれども、やはり今、私たちの会派としては、

やはり市民のそういう意味での安心・安全であるとか、高次医療をいわゆる公でどう支えてい

くかというところが行政に求められる責任だと思っておりますので、引き続き一緒に難しい部

分を解決していかなければいけないというところでは、一緒にやっていかなければいけないと

思っておりますので、そこに関しては、本当に365日24時間いろいろな意味で医療に携わって

いる皆さんには、敬意を表すとともに、本当に感謝を申し上げたいと思います。 

 ただ、新しい病院が令和８年秋のオープンを目指して、もう動き始めました。先ほど来から

の診療科目の充実とか、新病院において、千葉市の両市立病院の中でしっかりと拡充していか

なければならないということは理解しておりますし、それを目標にやってはいるということで

すけれども、この２年間で、しっかり医師の確保、なかなか難しいのも理解していますが、そ

この医師の確保とかをしっかりと確保しながら、新しい診療科目を充実して、そこに人が集ま

るような仕組みづくりに関しては、これから２年間、しっかりと準備していただきたいと思い

ますので、そこに関しては引き続きお願いを申し上げておきたいと思います。 

 本当になかなか判断が厳しい中で、今回、管理者のほうから非常に分かりやすく御説明をい

ただいて、やはり僕らは、まだ医療に関してはなかなか詳細に専門家ではありませんから、分

からないところもある中で、なるほどなって思うような御説明をいただけましたので、これか

らも腹を割った形でこういうところで意見交換しながら、お互いにプラスになるような形で協

力していければと思いますので、その旨を意見としてお伝えさせていただいて、以上とさせて

いただきます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。では、渡邊委員、いかがですか。 

○委員（渡邊惟大君） 日々医療体制の確保に尽力いただきありがとうございます。今までの

最初の説明や、ほかの委員の質問で、おおむね状況は分かりました。それで大変経営状況が厳

しいということと、救急医療体制の確保が非常に厳しい状況であるということを理解いたしま

した。 

 まず、質問についてなんですけれども、当初予算案の概要の基本的な考え方の１と２という

のは、毎年度同じような内容なのかなと思うんですけれども、業務の見直しなどにより経費、

材料費等の費用の削減を行うなど、経営改善に引き続き取り組むということなんですけれども、

まずはこの業務の改善の見直しの余地とか、材料費というのも今物価高騰で厳しい状況がある

と思うんですけれども、削減できるような余地というのはあるものなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 
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 実は、平成30年度から経営改善支援業務委託のコンサルタントを活用しながら、両病院の委

託等、材料費、診療材料の洗い出しをして、削減できるところは削減するようなことに努めて

きました。細かいところで言いますと、例えば、保守契約の内容の見直しだったり、委託の細

かい仕様の内容の見直しとか、そういうのを細かく積み上げていきながらやってまいりました。 

 また、診療材料につきましても、ベンチマークというほかの病院の情報等を共有化するシス

テムがありまして、その情報を使いながら価格交渉したり、あるいは製品、診療材料のメーカ

ー切替えなどによって値下げ交渉を行うなどの努力を続けてきております。 

 現在もその取組は継続して行っておりますが、ある程度もう四、五年ぐらい続けてきた取組

ですので、なかなかさらに大きな抜本的な見直しをしていく内容は、かなり限られてきている

というふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。厳しい状況かと思いますが、引き続きお願い

いたします。 

 次に、医療機器の購入に関してなんですけれども、今回は超音波画像診断装置等を購入とい

うことなんですけれども、海浜病院で購入している医療機器というものは、このまま新病院で、

今の段階で購入したものについては、新病院でも引き続き使うことができるのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 海浜病院におきましては、もう新病院に持っていけるものしか買わないということで、機器

の調達を進めております。一応今回購入を予定して、来年度購入を予定しております超音波画

像診断装置につきましては、まず、血管撮影室だとか外来での患者数の増加に伴いまして、循

環器内科でちょっと１台どうしても必要だと。これは新病院でも当然使えるものでございます

ので、購入するというものでございます。あとは、老朽化したものを買い換えるという計画で

進めております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。新病院でも利用の予定ということで分かりま

した。それから、新病院に関しての準備に関して、開院総合支援ということなんですけれども、

具体的にはどういった事業になるのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 開院総合支援につきましては、新病院の実施設計段階から、開院までの必要な運営計画や経

営計画、医療機器の整備計画等の策定支援を行っていただくものです。 

 運営計画で例えば、言いますと、各部門の運用フローとかマニュアルの策定、あとは委託を

含めた収支計画の支援等、あと各種委託業務などの計画策定などのそういったもののコンサル

タントを支援していただいている内容でございます。 

 以上であります。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 
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○委員（渡邊惟大君） 具体的にイメージできました。ありがとうございます。 

 それから、情報ネットワーク構築というのについても、ちょっと具体的にどういったものな

のか、伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 病院整備室長。 

○病院整備室長 病院整備室です。 

 情報ネットワーク構築につきましては、新病院において、ナースコールや内線電話、今はＰ

ＨＳですが、一応スマホになる予定ですが、内線電話と電子カルテとの連携システムの構築、

また患者さんと職員用のインターネット環境などの整備をするためのシステム構築から設備工

事全体の費用となっております。 

 ちなみに、情報ネットワーク構築費用としましては、来年度、令和６年度で２億円計上して

おりますが、令和６年から令和８年度の継続費として計10億円を想定しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。情報ネットワーク構築についても具体的にイメージで

きました。ありがとうございます。 

 あと、令和６年度の患者の見込み数を御提示していただいているんですけれども、これを見

ますと、入院延べ人数が海浜病院も青葉病院も4,000人ずつ増えるような計画、令和５年度の

予算に比べると増えるというような計画なのかと思うんですけれども、これは具体的にどの科、

例えば、青葉病院だったら精神科、海浜病院であったら脳外科のところなのかなと思うんです

けれども、どの科の患者さんを増やす予定なのか、伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 両病院一括でお答えさせていただきます。 

 青葉病院につきましては、基本的に令和５年度の現在の状況を反映した患者数となっており

ます。したがいまして、血液内科の増等を主に見込んでいるということになります。 

 海浜病院につきましては、これも令和５年度の見込みを前提に、次年度診療体制の充実を見

込んで、整形外科等も含めた、考慮した患者数となっております。したがいまして、令和５年

度は脳神経外科が増加しておりますので、その分を反映した予算となっております。 

 ただいずれにしろ、青葉病院、海浜病院両方とも、現在の市立病院改革プランの目標値で予

算を組ませていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。分かりました。同時に聞けばよかったんです

が、外来のほうは、青葉病院が6,000人減って、海浜病院が1,700人増えるような数字で示され

ているんですけれども、これについても御説明を伺えればと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課長 経営企画課、西野です。 

 外来につきましては、地域医療連携という形で、なるべく入院患者さんを中心に真に必要な

医療を展開するということもありまして、外来患者についてはちょっと抑えめに見込んだ予算
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とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。イメージできました。ありがとうございます。 

 それから、人材確保に関してなんですけれども、お医者さんについて青葉病院が100％が千

葉大病院からというようなお話もあったと思うんですけれども、看護師さんについては、供給

元というのはどちらになるのか。青葉の看護学校等かとは思うんですけれども、伺えればと思

います。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課でございます。 

 毎年度、採用試験を実施させていただいておりまして、やはり多くが青葉看護学校からの方

が多くなっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました、ありがとうございます。 

 あと医師の確保に関して、海浜病院では、千葉大病院以外にも東京女子医大、東京医科歯科

大学から先生が来られているということだったんですけれども、そういう先生の、医師のスカ

ウトのようなものって、どういう形で行っているものなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 当院は、各診療科の専門医研修機関施設になっております。内科、外科、小児

科、救急科においては、その基幹施設でありますので、当院でその診療科の専門医を育てるこ

とができます。 

 ということで、実際には大学の医局に入ってからではなく直接当院に来て、特に小児科なん

かは、昨年度は千葉県で19名の小児科の専攻医がいます。その中で６名が当院ですから、千葉

県全体で19名の中の６名が当院で、小児科の専門医をするために当院に勤務してくれた。そう

いった千葉大に頼らない人材を集めていくといったシステムを構築しております。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 分かりました。専門医の薄いということで、人員が来てもらいやすい

ような体制づくりをされているというのがよく分かりました。非常に厳しい状況かと思います

けれども、令和６年度も引き続き御尽力いただけたらと思います。 

 質問は、以上です。ありがとうございます。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。米持委員。 

○委員（米持克彦君） いろいろ事情をお聞きしたんですけれども、かつては千葉市は、医療

のまちというふうに言われた時代があるんですけれども、そういう時代と比べると、かなりい

びつな医療体系になってきているんですけれども、今後、青葉病院についてはどうするつもり

なんでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 青葉病院は、できてから20年です。建物の耐用年数からいきますと、あと

20年間ぐらいは大丈夫なので、恐らく今から10年後ぐらいに将来の青葉病院の在り方検討委員
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会が開かれると思います。そのときに、周囲の医療状況がどのようになっているかですね。 

 先ほどちょっとお話ししましたように千葉医療圏では、公的な大きな病院が少ないと。救急

車を主に取っているところ、三つが私立の病院で、国立千葉医療センターと青葉病院と海浜病

院が一応公的な病院ですので、例えば、民間の病院がやめると、手を引くということになった

場合は、青葉病院はやめられません。 

 ただ、今のまま赤字がかさんで千葉市の財政で支えられなくなった場合は、何らかの病院形

態を変えるか、あるいは場所を変えざるを得ないことになると思いますけれども、その頃には

私もいないので、ちょっと分かりません。 

○主査（小坂さとみ君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 新しい新病院ができるということは、非常にいいんですけれども、今

の千葉の医療圏の体制を考えてみると、非常に説明を聞いていびつなんですね。そうすると、

今、緑区だとか若葉区のいろいろな医療事情、救急医療が特に深刻な問題になってくると思う

んですけれども、非常に何か中途半端な病院がやたらに周りにあるというような感じで、肝腎

な体制が組めないような感じをしないでもないんですけれども、また、千葉市の人口動向とい

うのは、いわゆるかなりまた変わってくると思います。 

 いわゆる過疎過密の状況が非常に鮮明になってくる可能性がある中で、私は、青葉病院は今

後、いわゆるどのような状況で変わっていくのかなということと、厚生労働省も県も、このい

びつな医療圏というのはある程度理解しているのかどうか、非常にちょっと疑問に思っている

んですけれども、その辺はどうなんでしょう。国とか県は、どのように思っているんでしょう

か。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 旧市立の矢作病院が今の青葉病院に移転したときに、どういう経緯であそ

こに移ったかは全然存じ上げませんけれども、そのときとは大分医療環境が変わってきて、例

えば、モノレールが来なくなったり、川鉄病院が千葉メディカルセンターに変わって急性期を

ばんばんやるようになったり、そういった変化があるので、先ほど申し上げたとおり、10年後、

20年後にどうなるかは、ちょっと予測がつかないというのが現実です。 

 ただ、もう千葉県内では、例えば、日赤病院は成田日赤、済生会は習志野、もう大きな病院

があるわけですよね。ですから、これからそういったものが千葉市に大きな病院を造る可能性

は、ほとんどないのではないかと思っています。 

 県のほうも、県立病院で総合病院は佐原病院だけで、あとは循環器病センターとか、がんセ

ンターとか、こども病院とか、そういった特殊な救急医療センター、一部の疾患を扱うような

センターばかりの病院を持っていらっしゃるんですね。全て赤字です。 

 今後、熊谷知事がどのようにするかは知りませんけれども、今までは、県のそういった地域

医療構想調整会議とかに行っても、ほとんど議論が進んでいないのが現実です。 

○主査（小坂さとみ君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） それと最近、美浜区にいわゆる県の精神医療センターみたいな新しい

のができました。あれもまた災害拠点病院であったり、救急医療の拠点病院でもあったりする

んですけれども、あれとの関係はどうなるんでしょうか、いわゆる新しい新病院との関係にお

いて。 
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○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 県の施設は、第３次救急の施設ですから、精神にしても身体にしても、い

わゆる海浜病院の次の新病院とか、青葉病院が扱う２次のいわゆる中等症よりもさらに重症な

疾患を扱うというくくりになりまして、今までも例えば、海浜病院から県の救急医療センター

に搬送した例とかもありますので、そういった連携は図られていくと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） いわゆる県の災害拠点病院でもあるわけですよね。それから、県の救

急医療拠点病院でもあるんではないんですか、あれは。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 県の救命救急センターということですけれども、救急医療センターは、病

床数が100床しかないような病院で、いわゆる救急を取った患者さんをそこで全部最後まで治

すような機能はないわけですよね。ですから、そこからまた次のところに移していかなくては

いけない。救急だけを受け入れるのに特化したような病院というふうに考えられますので、そ

の辺は周りの医療施設との連携が非常に大事になってくると思います。 

○主査（小坂さとみ君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） いずれにいたしましても、かつて医療のまちと言われたのが非常にい

びつな体系になってきて、いろいろ緑区とか若葉区の今後の救急医療体制を考えると、非常に

医療体系も何かいびつになってくるような感じがするんですけれども、とにかく今後、青葉病

院の存立理由というものもはっきりさせてもらって、ある程度の体制に整えていただければと

思いますし、私自身は、千葉市のこの医療体制にやはりある程度金をかけて、私は当然元が取

れるのではないかなという感じは持っておりますので、忌憚ないこれから意見を交換しまして、

あるべく千葉市の医療体系というのを考えていきたいと思いますので、またひとついろいろと

教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 ありがとうございます。先ほどから出ている救急医のみならず、外科医も

年間数名しか千葉県では誕生していない。小児科の救急を受ける場所も海浜病院で、そこは既

に市原地区と連携をしています。 

 ですから、これから医者が足りない部門については、千葉医療圏だけでなくて広域なもうち

ょっと連携をしていかないといけないので、例えば、緑区の方には申し訳ないけれども、労災

病院とか新しくできる帝京市原のほうに行っていただいたほうが便がよくなるかもしれません。

それをちょっと誰が考えるかは分かりませんけれども、もう医師の数とか分布自体はある程度

限界がありますので、その辺はあるものを使って、どうこなしていくかという形になっていく

と思います。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑等がなければ、以上で、病院局所管の審査を終わります。 

 病院局の方々は、御退室願います。御苦労さまでした。ありがとうございます。お疲れさま

です。 

［病院局退室］ 
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指摘要望事項の協議 

○主査（小坂さとみ君） それでは、消防局及び病院局所管について、指摘要望事項の有無、

また、ある場合は、その項目、内容等について、御意見をお願いいたします。 

 初めに、消防局についてはいかがでしょうか。椛澤委員はいかがでしょうか。 

○委員（椛澤洋平君） 皆さんの御議論を聞いていても、いずれにしても病院局と消防局でも

やはり救急の話は、結構かなり盛り上がった部分があるのかなと。今言った医師のリクルート

の部分の問題だとかを含めて、そこはやはり議会でもエンパワーメントして支援していかなけ

ればいけない課題だというふうに感じたところであります。 

 消防局で言えば、やはり強いて言えば感震ブレーカーがなかなか少ない予算でございますの

で、そこはちょっと力を入れていく必要と、震災がいつ起きるか分かりませんので、その辺も

含めた検討が必要かなと思いました。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 御意見ありがとうございます。（「感震ブレーカーは令和４年決算

の指摘要望事項で出ている」「ずっと要望をだしている」「拡充されない理由もある」と呼ぶ

者あり）理由もあるんですよね。（「いずれにしても消防も救急も、救急医療体制というとこ

ろで、それぞれが独自に動いているのではないですから、共通認識の下で、医療計画拡充のこ

とを補足するようなことを、うまくまとめていただきたい」「正副委員長でうまくまとめてく

ださい」と呼ぶ者あり）皆さんからいい御意見をいただきました。 

 確かに救急に関しては、消防だけとか、医療だけとかという話ではなくということで、うま

く連携を取りながら私たちもしっかりと支援をしていけるよう……（「令和５年第３回定例会

の決算でもそういう指摘要望事項だったと思う」と呼ぶ者あり）そうですよね（「意味合いを

変えたらいい」と呼ぶ者あり）おっしゃるとおりですね、意味合いをさらに深めて（「ヘリコ

プターをやって」と呼ぶ者あり）ヘリコプターはやったのでね（「救急医療のことを前回やっ

ているわけだから、もしあれなら新病院」と呼ぶ者あり）新病院、そうですね（「全て一任で

御意見をまとめてください」と呼ぶ者あり）では、分かりました。 

 それでは、ただいまの御意見を踏まえて、正副主査において、消防局・病院局所管の指摘要

望事項の案文を作成いたします。３月13日水曜日の本会議散会後に開催される分科会におきま

して、御検討をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、３月13日水曜日の本会議散会後、保健消防分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

 

午後２時46分散会 

 

 


